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第31回調達価格等算定委員会 

 

日時 平成29年10月18日（水）10：00～12：28 

場所 経済産業省本館地下２階講堂 

 

１．開会 

 

○山崎新エネルギー課長 

 おはようございます。それでは、定刻になりましたので、ただいまから第 31回調達価格等算定

委員会を開催させていただきます。委員の皆様、関係省庁の皆様におかれましては、ご多忙の中

ご出席いただき、まことにありがとうございます。 

それでは、山内委員長代理、よろしくお願いいたします。 

○山内委員長代理 

 それでは、お手元の議事次第があると思いますが、それに従って進めてまいりたいというふう

に思います。本日はヒアリングでございまして、前回の委員会で委員の皆さんのご指摘について、

事務局でご説明を差し上げた後、今、申し上げたように、バイオマスに関するヒアリングを行い

たいというふうに思っております。 

このヒアリングのうちの前半は、発電事業者の皆さんへのヒアリングということでございまし

て、まずは大規模の木質を用いたバイオマス発電について、これはバイオマス発電事業者協会様、

それからパーム油を利用したバイオマス発電について、これはバイオマス発電協会様、それから

３番目は、中小規模の木質を利用したバイオマス発電についてということで、これは日本木質バ

イオマスエネルギー協会様、それから４番目が、メタン発酵バイオガス発電を中心に、これはバ

イオガス事業推進協議会様、この４団体に、それぞれ３分からマックス５分ぐらいでご説明をお

願いいたしたいというふうに思っております。次に、中小規模のバイオマス発電の総括といたし

まして、日本有機資源協会様に、補足があれば一、二分ほどご説明をお願いしたいというふうに

思います。 

以上が、前半の発電事業者関係の方で、後半は、燃料調達事業者、それから有識者及び関係省

庁へのヒアリングということにしたいと思います。内容は、まず木質バイオマス発電の燃料調達

について、これは住友商事株式会社様、それから２番目が、欧州の持続可能性の有識者というこ

とでございまして、これは自然エネルギー財団相川上級研究員様、それから最後に、木質の合法

性基準などについて、農林水産省様、このお三方ということでお願いします。このお三方につい
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ては、それぞれ５分程度でご説明をお願いしたいというふうに思います。 

それでは始めますが、プレスの撮影はここまでというふうにさせていただきます。傍聴は可能

でございますので、引き続き傍聴される方はご着席願いたいというふうに思います。 

それでは、まず、事務局から配付資料のご確認をお願いいたします。 

○山崎新エネルギー課長 

ありがとうございます。本日もペーパーレス審議会ということで、やらせていただきたいと思

います。インターネットでごらんの皆様におかれましては、経済産業省ホームページからダウン

ロードできますので、よろしくお願いいたします。傍聴の皆様におかれましては、事前にお知ら

せしたとおり、お手元にご用意いただければと思います。 

資料番号のついていない配付資料一覧、議事次第、委員名簿、座席表に続きまして、本日は、

資料１から８までご用意をさせていただいてございます。 

まず、資料１が事務局の資料、前回のご指摘事項についてでございます。続きまして資料２が

バイオマス発電事業者協会様の資料、資料３がバイオマス発電協会様の資料、資料４が日本木質

バイオマスエネルギー協会様の資料、資料５がバイオガス事業推進協議会様の資料、資料６が住

友商事株式会社様の資料、資料７が自然エネルギー財団の相川上級研究員の資料、資料８が農林

水産省林野庁様の資料ということになってございます。 

以上でございます。 

○山内委員長代理 

どうもありがとうございました。よろしゅうございますかね。 

それではまず、先ほども言いました前回の委員会での委員のご指摘について、これは事務局か

ら簡単にご説明をお願いいたします。 

○山崎新エネルギー課長 

 それでは資料１をごらんください。前回、委員の皆様からいただきましたご指摘事項のうち、

本日のご議論に必要な部分、さらに言えばファクトの部分について２点整理をさせていただきま

したので、ご紹介させていただきます。 

１ページ目をごらんいただきたいと思いますが、１つが、バイオマス発電の諸外国の買取価格

についての精査でございます。もう一つが、国内の４月以降の認定状況について整理をいたしま

したのでご報告をさせていただきます。 

まず２ページ目をごらんください。前回の事務局資料の中で、木質バイオマス発電の買取価格

の国際比較についてご提示をさせていただきました。その際、委員の先生から、木質といっても

いろいろな種類があるので、その種類ごとの、どんな種類のものなのかがわかると議論をしやす
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いというご指摘をいただきました。さらに、イギリス、オランダについて、しっかり追加してほ

しいというご意見をいただきましたので、その２点を踏まえまして修正をいたしました資料でご

ざいます。詳細は避けますが、凡例のところに書いてありますように、それぞれの国で何を材料

にしたものを対象にしているかということを示させていただいております。例えばイギリスで言

えば、チップ、ペレット、ＰＫＳ、パームを全て一括してやっているのに対して、ドイツについ

ては、チップ、ＰＫＳと、ペレットとパームを分けているというようなところでございます。い

ずれにしましても、前回ご説明をしましたように、日本の買取価格が現在 24円ということに比べ

ると、諸外国の木質バイオマス発電は、より低い価格にあるというところが引き続き見てとれる

ということでございます。 

続きまして３ページ目をごらんください。前回ご紹介をしましたのは、2017年３月、ことしの

３月末まで、いわゆる昨年度末、新法改正前の申請をしてきていただいた方々についての資料を

お出ししました。ちなみに、その資料につきましては、ちょっと恐縮で、６ページ以降に、前回

出させていただいた３月末までのものは参考までに同じものをつけさせていただいていますが、

今回は、４月～９月までに、これは暫定期間といたしまして、価格で言うと 24円が維持されると

いう期間がございましたが、この期間中に認定を実際に行った量の発表でございます。この量は、

ありますように、131.4万kWが一般木材、いわゆる一般木質のバイオマス発電の認定量でござい

ました。前回と同じように、件数、合計出力別に見てみると、大体、ボリュームゾーンは 10 万

kW、さらには７万と８万の間、そういったところ、大規模なものが非常に多いというところは同

様の結果になっているというふうに考えてございます。 

４ページ目をごらんください。前回もお示ししましたが、専焼と混焼、これはどうなのかとい

うことでございますが、合計出力のほうで見ていただいたらわかりますように、専焼が 72％とい

うことで、引き続きこの４月～９月の認定量におきましても専焼が多いという状況でございます。 

５ページ目をごらんください。パームオイルを含むものと含まないものにおおむね分け、さら

にその中でＰＫＳを含むものと含まないものに分けたものでございまして、合計出力のほうで見

ていただいたほうがいいかもしれませんが、パームオイルを含むものは今回 12％ということで、

前回４割弱がパームオイルを含むもの、３月末までのものは４割弱だったんですが、この４～９

のものは12％であるということでございます。 

以上、前回ご指摘をいただいたもののうち、ファクトベースで今回の議論にも資するというと

ころをご紹介させていただきました。 

以上です。 

○山内委員長代理 
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どうもありがとうございます。 

委員の皆様、よろしいでしょうか。何かご質問。 

じゃ、髙村委員、どうぞ。 

○髙村委員 

ありがとうございます。前回、お尋ねいただいた点についてお答えいただきまして、どうもあ

りがとうございます。 

ちょうどご説明のありましたスライドの３以下のところでありますが、確認でありますけれど

も、４月～９月末までのバイオマス発電設備のＦＩＴ認定量 131.5万kWの中には、いわゆるみな

し認定をしたものについて、事業計画が出されて、いわゆる新法のもとでの要件を満たしたとい

うものは含まれていない純増の認定量ということでよいのでしょうか。 

○山崎新エネルギー課長 

ありがとうございます。先生のご指摘どおりでございまして、この 131万は全て純増部分であ

りまして、みなし認定のものは含まれてございません。したがって前回の数字の中に、３月末ま

でに認定をされたものという中に、みなし認定で移行したものについても含まれているという状

況でございます。 

○山内委員長代理 

よろしいですか。 

ほかに。 

どうぞ、山地委員。 

○山地委員 

２枚目の資料ですね、要するに欧州の木質バイオマスの買取価格ですけど、ここにパームとぱ

っと書いてあるのは、パームオイルのことと考えてよろしいですか。 

○山崎新エネルギー課長 

すみません、ＰＫＳとパームを分けさせていただいていますように、これはパームオイルのこ

とでございます。 

○山内委員長代理 

ほかに、いかがですか。 

よろしいですか。 

それでは以上のように、前回の資料から、４月～９月でまたこれだけ増加があったということ

でございますので、皆さん、頭に置いていただければというふうに思います。 
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２．バイオマスに関するヒアリング 

 

○山内委員長代理 

それでは、ヒアリングのほうに移りたいというふうに思います。 

前半の発電事業者のヒアリングを行いたいと思います。まずはバイオマス発電事業者協会様、

代表理事の山本毅嗣様にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○バイオマス発電事業者協会 

バイオマス発電事業者協会の山本です。きょうはこのような発表の場を設けていただきまして、

ありがとうございます。 

まず１ページ目ですけれども、当協会は昨年の 11 月に新たに設立されました。ちょうど１年

前のこの委員会で発表の場を与えていただきまして、そのときはまだできたばっかりだったんで

すけれども、委員の皆様からいろんな意見やご支援をいただきましてありがとうございました。

また、ことしの初めの協会の設立記念講演では、経済産業省様、資源エネルギー庁様、あと林野

庁様、環境省様、基調講演に登壇いただきまして、エールをいただきましてありがとうございま

す。協会の目的は、バイオマス発電事業の促進と産業の健全な発展を図り、持続可能な循環型社

会の構築と地球環境保全の推進に寄与すること。この目的に賛同いただきました会員様と勉強会

や講演会等、活動を続けております。今現在、会員数はここに出しております 64社になってきて

おります。 

次のページ、２ページ目、バイオマス発電事業の意義ということです。いろんなご意見ありま

すけれども、いま一度、再生可能エネルギーとしてのバイオマス発電事業の意義というのをご説

明したいと思います。１つは地域経済の活性化です。ほかの再エネと違うところは、火力発電で

すのでたくさんの雇用を生む、また運輸業、さらには地域材の林業等、立地地域の経済を活性化

するということです。２番目は安定電源、ベースロード電源であるということです。石炭火力、

原子力と同じように、ベースロードとしての電源として運転できるということです。３つ目はエ

ネルギーセキュリティです。国産材、あと輸入材といっても、北米、アジア、オーストラリア等、

多様な国から調達できますので、化石燃料に比べてエネルギーセキュリティでは優位であるとい

うことが言えます。あと、エネルギーミックスへの貢献。これは 2030年の4.6％を担っていると

いうことと、さらに2050年に向けてさらなる役割を果たしていきたいと思っております。最後に

なりますが、地球温暖化、二酸化炭素削減、再生可能エネルギーであるということでございます。 

次のページを見ていただいて、足元の既に事業認定量、ことしの３月までに認定されたのが

1,100万kWということでたくさんあるということですが、そのうちバイオマス発電事業というの
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は、非常に建設に入るまでの難易度がとても高い発電事業でございます。ここに書いていますよ

うに、燃料調達、長期にわたって大量の木質燃料を調達しないといけない。輸入した場合はその

為替予約も長期、10年規模にわたってしないといけない。燃料調達ができないと資金も集まりま

せんから、今、議論になっています大型のものは、数百億規模のお金を借りてこないといけない

というところです。あと、建設計画・主機メーカーの生産能力等々もあることから、実際の導入

は認定を受けた２割程度、1.8GW、180 万 kW程度にとどまる可能性もあると見ております。この

場合は、既設も含めまして約 200万 kW、２GWですから、2030 年のエネルギーミックス目標 400

万kW、木質バイオでの400万kWを下回る可能性も十分あり得るというふうに見ておりますので、

認定がふえたといっても､実際、系統の接続契約をしたり、案件が具体的に導入されていくという

ところを慎重に見きわめていただきたいと思っております。 

次のページ、４ページ目ですが、バイオマス発電の自立化についてです。これはとても大事な

ことだと思っております。協会としましては、2030年に向けて､発電コストを､燃料価格、効率の

向上、建設コストを低減して、ガス火力発電並み、具体的には kWh当たり10円台半ばでの売電価

格というのを目指していけるというふうに思っております。さらには、ポストＦＩＴ、ＦＩＴ期

間終了後は減価償却費がなくなることから、さらなる低価で、ガス火力発電を下回る競争力ある

電源として自立していくことというのを目指していきたいと思います。 

次のページ、５ページ目ですが、また重要なテーマとしまして、国産材と輸入材の共存共栄、

これがとても大事だと思っております。エネルギーミックスでバイオマス発電がしっかりと役割

を果たしていくためには、国産材と輸入材両方の共存共栄をしながら、うまく使っていくという

ことが大事だと思っております。この下のグラフと表ですが、エネルギーミックスでのバイオマ

ス発電400万kWを達成するためには、木質ペレット換算で約 3,000万トンの燃料が必要です。一

方で、林野庁様が計画している 2025 年における目標ですと、日本国内で調達できるのが約 300

万トンというふうになっております。さらに日本国産材というものの供給体制が充実して、この

300 万トンがふえていって、国産材の比率がふえていけばいいというふうに考えておりますが、

一方で、発電側の需要が先にできることで日本の林業の供給体制も需要が見えているわけですか

ら、整えやすくなっていくのではなかろうかというふうに思っております。さらには、日本の国

産材が数千万トン規模になって、2030年から 2050 年に向けて、例えば調達していた東南アジア

から輸入しなくなるようなときは、例えば日本企業の、日本の支援とかでバイオマス発電をベト

ナムにつくって、そこでＣＯ２削減した分も日本の貢献に加えるとか、そういった将来的な展開

も目指していきたいと思っております。 

次の６ページです。2030年以降 2050年に向けたバイオマス発電の導入見通しということです
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が、2030 年では約４％、全発電量の４％を担うんですが、2050 年に向けては総発電量の 15％程

度を担う存在に成長していきたいと思っております。これは、2030年のエネルギーミックス、再

エネと原子力合わせて 44％ということですが、2050年に向けては、この 44％がさらにふえてい

かないといけないんじゃないかと。そういった中で、バイオマス発電も一定の役割を果たしてい

きたいというふうに考えております。 

最後になりますが、まとめというか要望ですけれども、既存認定案件、これは足元でふえてお

りますが、先ほど申し上げたように非常に難易度の高い事業でございますので、導入状況を慎重

に見きわめていただきたい。新規認定ですが、ことしの４月に改正ＦＩＴ法が導入されておりま

すので、その効果を見きわめていただいて、バイオマス発電事業、特に大規模なものは数百億規

模の投資を前提に事業計画しておりますので、やっぱり予見性確保の観点から、制度の継続性と

いうものを担保していただきたい。また、地域経済への貢献が大きいバイオマス発電事業ですの

で、2050年に向けてコスト削減、自立化を図りながら、さらに大きな役割を果たしていきたいと

考えております。 

以上ですが、ちょっと最後になりますが、系統のところで、昨日の系統ワーキンググループで

出力抑制のプレゼンが電力会社さんからございまして、バイオマス発電について稼働率ゼロにで

きるような発表がなされておりまして、それはちょっと本委員会ではないかと思いますが、そこ

のところもしかるべくご整理いただければ幸いでございます。 

以上です。ありがとうございます。 

○山内委員長代理 

どうもありがとうございました。 

それでは、次は、バイオマス発電協会常務理事の池田力様、ご説明をお願いいたします。 

○バイオマス発電協会 

バイオマス発電協会、池田と申し上げます。本日はよろしくお願いいたします。それでは着席

の上ご説明させていただきます。 

当協会なんですけれども、当協会は、本日、パームオイルの発電ということでお呼びいただい

ております。その中で我々の協会のほうでは、国産の農業残渣、そういったもののバイオマス利

用の活用といったものとあわせまして、パームオイルの発電ということをやっております。 

そうしましたら簡単なところからちょっとご説明差し上げたいんですが、１ページ目のところ

をごらんいただきますと基本的な部分が載っておりますが、こちらの中にバイオマス発電の種類

というのが（２）にございますけれども、燃焼方式、それから熱分解ガス化方式、生物化学的ガ

ス化方式、そういったものがございます。これらはタービンを回して発電をするものになってま
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いりますが、我々のパームオイルの発電というのは液体燃料の燃焼方式というものでございまし

て、ディーゼルエンジンで発電をするものでございます。 

２ページ目をごらんいただけますでしょうか。先日、経産省様のほうからも、ことしの３月ま

での導入の中で、非常にパームオイルの発電の割合が高いと。その中でも４割ぐらいを占めるの

ではないかということがありまして、なぜ着目されたかという点、どういった点がメリットかを

ご説明させていただきたいと思います。他のバイオマス発電とも同じではございますが、基本的

にこの発電は24時間稼働ということができまして、安定した電源でございます。木質のそういっ

た既存のものに比べまして、エンジンで発電するということがございまして、ストックヤードの

関係、それから設備の関係もございまして、規模でいいますとコンパクトな立地が望めてまいり

ます。大体、パームオイルの発電所というのは、木質バイオマスの関係に比べまして、２分の１

ですとか、５分の１というような面積になってくるということで、コンパクトに土地の確保がで

きるということと、それからボイラー関係に比べまして、比較的エンジンとか、そういったほう

がコスト安くございますので、初期投資が低いと。それから焼却灰等が発生しないということで、

ランニングコストでもメリットがあるよということがございまして、非常に注目を集めたもので

ございます。下のところ、表をごらんいただきますと、以前、算定委員会さんのほうで作成いた

だいた資料にちょっとプラスさせていただいたものになるんですけれども、建設費用のところで

行きますと半分ほど、木質バイオさんから比べますとこのコストになってまいります。燃料費に

つきましては、kWh 当たりなんですけれども、ほぼほぼ同じような金額になってくるんではない

のかなということでございまして、その下に算定根拠のほうを出させていただいております。こ

ちらに関しましては、木質バイオさんのほうはトン当たり１万 2,000円という、一般的な、我々

が聞き及ぶ範囲でございますが、価格と、それから液体バイオマスに関しましては、トン当たり

８万円、リッター80円ということで計算をしております。 

次のページは買取価格のことでございますので、皆さん既にお知りおきのことかと存じます。 

４ページ目をごらんいただけますでしょうか。こちらのほうで、そもそも、パームオイルとは

というところになってまいりますが、こちらはアブラヤシの種子、それから果実のほうから採取

されるものでございまして、主な用途といたしましては、食用、ほかに石けんですとか、そうい

ったもので利用されております。その中でも、インドネシア、マレーシアのほうが生産が大変多

くございまして、この２カ国で 85％を占めるというような生産状況になってございます。他の植

物油に比べまして、アブラヤシが注目を集めているという点では、通年を通して収穫ができると

いうことと、それから 25年間搾油することができるということでございまして、植物油の中でも

生産量というのが大きくなっております。続いて、大豆油が２番目なんですけれども、これの 1.3
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倍ぐらい供給されているということでございます。あと幾つかございますが、パーム油の生産に

つきまして、単位面積当たり４t/haということでございまして、大豆油に比べまして８倍から 10

倍ぐらい生産効率が高いということがございます。この中で食用パーム油、そういったもの、そ

れから残渣を利用する形での燃料になるんですけれども、ＲＢＤステアリンというものを燃料と

した発電所が非常に多いのではないかと思います。ＲＢＤというのは、精製されまして、漂白・

脱臭したものでございます。この中でパームオイルというのは粗精製のものがございまして、こ

ちらの中でこれからさらに精製して、７割、３割、ちょっと多目に見ますと３割ぐらいがパーム

ステアリンになってくるということでございます。 

時間が来ているようです。ちょっと駆け足になって申しわけございません。 

この中で、今、いろいろとパームの生産に関して非常に大きな課題があるよということでござ

いますが、主な需要国といたしまして、パームオイル自体は、中国、ＥＵ、インド、そういった

ところが大半を占めておりまして、日本は現在の段階ですと、わずか1.7％でございます。 

次のページは、パーム農園とパームの実際の実の写真でございますので、これはちょっとイメ

ージとしてごらんいただければと思います。 

７ページをごらんいただきますと、パームオイルの精製フローがございますが、実は燃料で使

うというのはＲＢＤステアリンというふうに書いてあるところで、ちょっと黄色い背景を入れて

おりますが、燃料用のディーゼルでございます。ＲＢＤステアリンというのが実際の３割以下に

なると思うんですけれども、その中のさらに非食用の部分、石けん、油脂化学で使ったさらに残

りの部分で燃料ということになってまいります。 

これをもとにいたしまして、先ほどの申請の状況と比較をしてみたんですけれども、３月まで

の段階のものの約４割がパームオイルであるということでいきますと、917 万トンの燃料が必要

になってくるということでございます。これを全世界の生産状況、ＲＢＤステアリンの生産状況、

生産量に約３割掛けたものでございまして、50MWの発電所で大体 10万トン使うというふうな形

になると、8,769MW でございます。これで行きますと、もうパーム油のＲＢＤ、今申請されてい

るものが世界の半分ぐらい使ってしまうんではないかというような懸念もあるかと思うんですけ

れども、先ほどもお話しいたしましたように、ＲＢＤステアリン自体は既に市場が形成をされて

おりまして、実際には非常に入手が困難な状況でございます。 

太陽光の後で、いろいろこれから安定的に入ってくるのではないかというような期待も込めて、

かなりの数量が申請をされたというふうに考えておりますが、実際には本当に２割、３割、もし

くはそれ以下になるかもしれませんが、それぐらいの稼働率に落ち着くのではないかということ

が、今、我々、感覚として持ってございます。 
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今までの部分を駆け足でお話しさせていただきましたが、我々、事業者様と一緒にお仕事させ

ていただく中で、やはり燃料調達というのは非常に大きな課題であるということと、これから電

力会社との接続、土地に関する制限、いろいろございます。そういった面も含めまして、非常に

ハードルは高い中で、事業者さんのほうでは一生懸命やられているところにつきましては、一つ

一つ課題をクリアして進めていっているというような状況でございます。 

ちょっと長くなりまして申しわけございません。 

以上でございます。ありがとうございました。 

○山内委員長代理 

どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして日本木質バイオマスエネルギー協会の小禄直幸専務理事にお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○日本木質バイオマスエネルギー協会 

座ったままで失礼します。日本木質バイオマスエネルギー協会の専務理事をしています小禄直

幸といいます。本日はよろしくお願いをいたします。 

お渡ししてあります資料の中で、前回の中で供給可能性のお話だとか、合法性、それからＦＩ

Ｔ制度からの自立ということで、コスト低減みたいなことを我々としてはその課題としておると

ころでございまして、それを踏まえた資料として説明をさせていただきます。会員の中には大規

模の方もいらっしゃるんですけれども、基本的な部分としては、先ほどの話のように中小規模の

発電といったものを見た場合にどうなるかというようなことで説明をさせてもらいますけれども、

供給可能性につきましては次のページ、森林蓄積の推移という表を載せてございます。 

森林蓄積は、これまでもずっと伸びておりまして、毎年の国産材の生産、これは立木で生産す

る場合の材積ですけれども約 4,000万。これを丸太にしますと 2,500万くらいの数字で国内材の

使用量があるわけですけれども、それらを抜いても蓄積量が毎年１億立方以上を超えているとい

うことで、相当量の蓄積が伸びておるという資源内容になっております。 

これを林業として見た場合の生産の実態からしますと、ヨーロッパの国あたりが生産量として

ほぼ蓄積に近いようなものをうまく出していこうということで、とりあえずドイツの場合を一例

として、蓄積量と、それからヘクタール当たりの生産量を載せてありますが、それに比べますと、

我が国の蓄積量というのはそれなりにあるんですけれども、木材の生産量がヘクタール当たりで

見ますと極めて少ないということで、建築材料として、柱、板、その他合板等を使いますけれど

も、あと紙パルプ、燃料といったものがこれらの使用先になるところでございまして、こういっ

たものを見ても、需給率が次のページになっておりますけれども、燃料材を中心に需給率も伸び
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てきている、こういう中で、未利用木質バイオマスの供給としては確保可能であろうというふう

に見ておるところでございます。 

一方で、当然マテリアル利用ということで、柱、板を使いますけれども、外材とも競争してい

くような形で国産材の使用量を伸ばせば、それに付随する燃料材の生産量というのもふえてくる

というふうに考えておりまして、こういったものが国内の森林の取り扱いとしては、当然、先ほ

どの合法性の問題からいっても、既にガイドラインをつくって担保されているというふうに私ど

もとしては考えておるところでございます。 

詳しい内容については、後ほど林野庁のほうからも資料で説明されるかと思いますけれども、

そういった前提で燃料の供給性と合法性について考えておりますけれども、一方で、一般木質、

それから農産物残渣バイオマスといったものについては、現在、これは込み込みの世界で区分さ

れているところですけれども、一般木質バイオマスと農産物残渣についてはそもそも需給構造

等々が異なるといったことで、持続性、合法性の確認においても対応が異なっているというふう

に理解をしております。そういったことも考えますと、一般木質バイオマスと農産物残渣といっ

たものの急増については、これらを区分して考える必要性があるのではないかというふうに思っ

ておるところでございます。 

先ほどの一般木質バイオマスということで、８ページになりますけれども、国内製材の残材及

び輸入チップ、輸入ペレットというところが主体になろうかと思っておりますけれども、国産材

残材については、自給率の向上等々によって今後増加すると。それから、輸入チップ、ペレット

についても、各国の生産は増加をしているという実態にあるというふうに認識しておりまして、

これらのことから一般木質バイオマスについては確保される可能性があり得るというふうに思っ

ております。ただ、そういった場合も、マテリアル利用等の関係を踏まえて、合法性といったも

のについても留意することが必要であるというふうに考えております。現状どうなのかというと

ころでは、輸入木質バイオマス、数量的にもそう大きいものではありませんので、既存のものに

影響を与えているというふうには認識をしていないところですけれども、今後の新たな発電設備

の内容によってはそれなりの影響が出てくるということも踏まえると、若干の配慮が必要なのか

なというふうに思っているところでございます。 

次のページは、９ページで残材の発生状況等を見ておりますけれども、これは有効利用率が極

めて高いということで、これらを伸ばそうと思えば、本体のマテリアル利用を伸ばすというもの

が必要かなというふうに思っておるところでございます。 

次のページ、10､11 あたりは、今、言った木質ペレットの世界の状況等を示した資料でござい

ます。 
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それから 12 ページ、コスト削減のことで、ＦＩＴから自立できるのかといったようなことに

つきまして、我々としてもそれなりの方向性というのは、当然自立する方向を目指さなければな

らないということで、コスト削減についていろいろ考えておりますけれども、現状を見ますと、

資本費、維持管理費については買取価格設定時の想定値を上回っているという状況にありまして、

燃料費については想定額を下回っている。これは現状の実態の状況でございます。こういったも

のを踏まえますと、当面、我々としては、調達価格については、今までも述べてきておりますけ

れども維持の方向でよろしくお願いしたい。一方ではコスト削減等には我々なりにも努力すると

いう考え方を持っておりますし、地域におけるいろんな役割等を踏まえた木質バイオマス発電の

重要性についてはご理解をいただきたいというふうに思っておるところでございます。 

あとは、当然、そういった具体的な提言の方向としては、14ページにその方策を書いてござい

ますし、未利用木質バイオマス利用について、今後、都道府県に一定の調整についてのお願いの

部分についても整理して、15ページに載せてございます。 

最後は、バイオマス発電の意義づけで、今までもずっと述べてきておりますけれども、現在、

関係省庁においても地域内のエコシステムというような取り組みもされておりますので、熱利用

も含めたいろんな取り組みの中で自立できるような形がとれればなというふうに思っております

けれども、そういったものに対する配慮もよろしくお願いしたいということで、私どものほうか

らの現状分析と、それから要望を述べさせていただきます。 

以上です。 

○山内委員長代理 

どうもありがとうございました。 

それでは続きまして、バイオガス事業推進協議会の事務局長でいらっしゃいます岡庭良安様に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○バイオガス事業推進協議会 

バイオガス事業推進協議会です。バイオガス発電における現状と要望ということで、資料を準

備させていただいています。 

２ページをお開きいただいて、これが平成 29 年３月末現在のバイオガス発電設備の導入及び

認定の状況です。長期エネルギー需給見通しにおけるバイオガス発電の 2030年度における導入見

込み量は160MWとなっています。対して、バイオガス発電の現状のＦＩＴ制度活用による導入件

数は 121件、導入出力は約 38MWであり、エネルギーミックス導入見込み量の約 24％という状況

であります。ＦＩＴの認定につきましては、認定件数 257件、認定出力103MWという状況ですが、

エネルギーミックスを達成するという上では、やっぱりさらなる導入の推進が必要であるという
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ふうな状況と考えています。 

３ページ目をお開きください。バイオガス発電のシステム全体を示した絵でございます。この

図の中で、バイオガスプラントの買取制度における認定設備範囲は、赤枠で示すメタン発酵設備、

ガスホルダー、発電機の各装置となっておりますが、バイオガス発電を行うためには、その前後

にさまざまな設備が必要となります。 

ということで、４ページをお開きいただき、バイオガス発電のプラントの特殊性と状況ですが、

バイオガス発電プラント建設には、計画から地元合意、各種許認可、建設工事、完成までの非常

にリードタイムが長いという特徴があります。また、先ほどの図のとおりで、バイオガス発電プ

ラントは、メタン発酵設備以外に、前段での発酵不適物を分別する前処理設備、それからメタン

発酵後の消化液の液肥利用設備、もしくは消化液を排水処理するというような設備、また臭気の

問題に対しての脱臭設備等、多岐にわたります。また、系統接続では、逆潮流対策等、当初想定

していなかった追加的費用を求められている事例が急増しつつあります。また一方、バイオガス

施設の大きな課題である消化液処理に関しましては、牛ふん尿以外の原料についても新たに液肥

利用の取り組みというものが進められているような状況です。以上より、バイオガス発電の事業

化に当たっては、ＦＩＴ対象設備のみでなく、事業全体の費用対効果を考慮する必要があると考

えます。 

５ページ目をお開きください。バイオガス発電に係る要望です。①ですが、バイオガス発電は

ベースロード電源となる安定的な発電方法であり、有機性廃棄物の適正処理やコストの低減に資

するとともに、高い温室効果ガス削減効果を有する等の長所を有しておりまして、自立分散型電

源の構築、循環型社会の形成及び地域振興に資する取り組みとして、今、全国各地で注目が集ま

っているという状況にあります。しかしながら、前述のとおり、エネルギーミックスに対する導

入状況や消化液の有効利用等の課題が山積している状況でありまして、これらの課題の解決のた

めに、当面の間は買取価格の維持をお願いしたいと考えているところです。あわせて、系統連系

費用の増大という再生可能エネルギー全体の課題については、適切な早期解決をお願いしたいと

考えています。 

以上でございます。ありがとうございました。 

○山内委員長代理 

どうもありがとうございました。 

それでは、日本有機資源協会の事務局長でいらっしゃいます嶋本浩治様から、もし追加で補足

説明ございましたら、一、二分程度でお願いしたいと思いますが。 

○日本有機資源協会 
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ありがとうございます。座ったままで失礼いたします。一般社団法人日本有機資源協会事務局

長の嶋本と申します。 

資料がなくて申しわけございません。先ほど、木質バイオマス発電及びバイオガス発電につき

ましてそれぞれ説明されたところでございますけれども、若干補足させていただければと思いま

す。 

まず、前回の第 30 回調達価格等算定委員会での資料でも示されておりますとおり、ＦＩＴ認

定量に関しましては、一般木質とバイオマスと、あと農作物残渣による発電、これが急増してお

るというところでございまして、認定量の９割以上を占めておりますけれども、その他のバイオ

マス発電につきましては、徐々に増加しているといった状況であるかというふうに認識しており

ます。 

また、バイオマス発電につきましては、原料調達から施設運営までの各段階におきまして、地

域産業の活性化、あと森林保全整備、環境保全、これの創出等々、地域への波及効果が大きゅう

ございます。温室効果ガスの削減にもつながるといった多くの付加価値を持っている安定電源で

もございます。ですので、今後さらなる導入促進を図っていただくために、当面の間は調達価格

の維持をお願いできましたらというふうに考えております。 

また、系統接続のための費用負担が大きな制約になっておりますので、系統増強等、早期に適

切な解決をお願いしたいというふうに考えております。 

以上、ご配慮のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○山内委員長代理 

どうもありがとうございました。 

それでは、発電事業者系の皆さんのご説明が終わりましたので、質疑に入りたいと思います。 

ご質問、あるいはご意見のある委員の方は発言をお願いしますが、いかがでしょうか。 

山地委員、お願いします。 

○山地委員 

まず最初に説明されたバイオマス発電事業者協会さんのほうで、特に認定量は多いんだけれど

も、いろんな現実的な開発案件の難易度を考えると２割程度と書かれていて、専焼と混焼で内訳

もあるんですけど、項目は燃料調達、資金調達、建設計画と書いてあるんだけれども、でもそれ

で２割がどう出てきたかが、もう一つ背景がよくわからない。そこを、今度の住友商事さんの今

後の話も絡むのかもしれませんけど、ちょっと説明つけ加えていただければと思うんですけど。 

対照的に、バイオマス発電協会さんのパーム油発電のほうは、どれぐらいこの認定案件が動く

と需要があるかということを書かれているんだけれども、これも、例えば 1,000万トン近い輸入
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が必要なんだけど、現状これ足元見ると、50万トンぐらいですよね。相当ギャップがあって、困

難だと思うんだけど、そこはどう捉えられているのか。先ほどの木質のほうは２割程度って数値

があるんだけど、パームオイル発電はどう考えられているのか、そこをちょっとお伺いしたい。 

○山内委員長代理 

じゃ、お願いいたします。 

○バイオマス発電事業者協会 

ありがとうございます。２割程度ということですけれども、難易度について少しご説明します

と、燃料調達、これは国産材、輸入材にしましても、長期に 10年間程度調達してこないといけな

いということです。輸入材は、為替予約もしないといけない。燃料調達が押さえられていないと、

資金調達、銀行からお金も借りられないという状況です。特に今話題になっています５万 kW、７

万5,000kW規模になりますと、数百億のお金ですから、まずはその燃料をしっかり調達してくる、

長期にわたって調達してくる信用力、あとその調達に基づいて資金を調達する。あと建設計画、

建設管理におきましても、石炭火力発電所よりも難しい計画になります、正直申し上げて。そう

いった難易度があることから、行っても２割程度であろうと。各申請の中身というのは、業界で

は存じ上げておりませんので、わからないところではありますけれども、そこはしっかり進捗状

況を見ていただきたいという要望でございます。そういったところであります。 

○バイオマス発電協会 

バイオマス発電協会でございます。ご質問ありがとうございます。先ほどの、実際、足元でご

らんいただいている50万トンというものに対して、かなり多いのではないかというような部分ご

ざいました。実際に発電事業ということになりますと、かなりの量が必要になってまいります。

今よりもかなり増加はするというふうには考えられるんですけれども。 

実際に、先ほどごらんいただきました８ページのところにございます、大体 1,000万トンぐら

い、現在のものですと申請されているものですと必要になってまいりますが、一方、その下でご

らんいただきました、約 30％ＲＢＤステアリンで使った場合ということで見ていきますと、1,754

万トンでございます。我々も個々の発電事業者さんのＩＤ、そういったものの申請状況がどうな

っているのかというところはちょっと判断いたしかねますが、1,754 の中に、ほかの石けんです

とか、そういった需要も入ってまいります。さらに残った中で発電がようやくできるというよう

な状況でございますので、これの中で実際には２割、３割ぐらいが発電のほうに回ってくればい

いのではないかなということでございます。もう既に他に市場が形成されているものでございま

すので、これの中からどれだけ回ってくるかというようなことについては、各交渉の中で決まっ

てくるものではないかと思いますが、太陽光の際にも、実際問題は発電に至ったケースというの
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も３割ぐらいとなっておると聞いておりまして、我々も周辺の中で、やはり失効してしまうとい

うような状況をいろいろ聞いたりなんかもすることもございますので、１つ目安として、この下

の表の２割から３割ぐらいが発電できるのではないのかなというふうに考えております。 

以上でございます。 

○山内委員長代理 

山地委員、よろしいですか。 

それじゃ辰巳委員、どうぞ。 

○辰巳委員 

今、山地先生がお聞きになったこととかなり近いと思いますが、やっぱり今回のご説明の中で、

そのあたりが私もポイントだというふうに思っております。 

まず、発電事業者協会さんですけれども、バイオマス発電は重要だというふうにまずおっしゃ

って、そのところは私もそう思っています。だからこそ、ＦＩＴの対象に取り込まれているんで

すけれども、現実問題は、認定を受けても、２割ぐらいしか導入できないんじゃなかろうかとお

っしゃっているんですよね。その認定を受けるまでに結構地域とはちゃんと話をされて、了解の

上で申請されて、系統の話も済んで認定されてきているんだというふうに思うんですが、それか

らどのぐらいの期間で資金調達をして、運開に至ることができるのかというのを、太陽光発電の

折にも結構問題になりましたが、現在の価格でとりあえず押さえちゃえというふうな非常に安易

な申請をされているように、この２割という言葉の中で感じてしまったんですけれども。現実問

題、どのくらいで運開できるのかというふうに考えておられるのかお聞きしたいなと思っており

ます。それで、場合によっては、とりあえず値段だけ押さえてという話であるならば、やっぱり

今後もうちょっと何か要件を、こちらの側として加えていかないといけないのかなというふうに

思っております。当然、ＦＩＴは国民負担ですもので、もう少しその辺りを教えていただきたい

なと思っています。 

それから、パーム油の話ですけれども、すごくびっくりしたのは、非常に木質に比べてコスト

メリットが大きいんだというお話を最初にされたことですね。そうなら、ほかの一般木質と何で

同じ価格でいいのかなというふうに思ってしまいました。本当にそんなにいろんな意味でコスト

のメリットがあるんだということであれば、何か価格の設定がまずかったのかなというふうな気

もしたということです。その上で、将来的に入手困難、先ほどのご説明でもあったように、やっ

ぱり世界市場から見て、そんなにたくさん入ってこないんじゃなかろうかというふうにおっしゃ

っているんですよね。それは、こういう事業に取り組もうというような事業者にとってはわかっ

ている情報だというふうに思うんですが、何で、あえて、それでもそんなハードルの高い、長期
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的に調達が可能かどうかが不安な、というのは 20年間やってもらわないと困るわけだから、最低

20年でもその供給ができるかどうかわからないという不安があるというのに、何であえて取り組

まれようと皆さんがなさっているのかという辺りが知りたいなと思いました。 

もう一つ、あと、３回目、どちらさんでしたか、お話しくださったことで、国産材ということ

で発電していますというふうに言っておられたのが、４の資料ですね。日本木質バイオマスエネ

ルギー協会さんです。 

長期的には、国産材を使うということであったとしても、やっぱり量的に足りない可能性があ

るかもしれないというちょっと不安みたいなことをおっしゃったように受け取ったんですけれど

も、国内産であったとしても、今度、林野庁さんのお話で伺いたいと思っているのですが、持続

可能性の証明というのは取ることが可能なんですか。ＦＳＣなんかの認定を受けている林業をや

っておられる方、最近ふえておりますよね。そういうふうな認定を取っているのかどうかという

のが気になったもので、お聞きしたいというふうに思いました。 

それから、もし国産材が足りなくなったときには、輸入材を使うというのは認められるのかど

うか。比率で計算するのか。国産材６割、４割を輸入材なんていうふうなことで、20年の期間の

間に変わっていくというふうなことがあり得るのかどうかというのをお聞きしたいと思いました。 

以上です。 

○山内委員長代理 

それじゃ、最後の点はまず事務局が答えていただいて。 

○山崎新エネルギー課長 

それでは最後の点のみ、まず事務局から答えさせていただきますが、当然、価格区分が違う、

例えば未利用材と一般木質で違うものについては、国産材かどうかということではなく、まさに

価格区分において、未利用材を使っている比率がこれだけ、一般木質を使っているのがこれだけ

というものをまず認定申請段階で出していただき、先日申し上げましたがそれを１カ月ごとにチ

ェックをし、それに応じて交付金が支払われると、こういう仕組みになってございます。 

○辰巳委員 

ということは、そういうことは可能だと。 

○山崎新エネルギー課長 

そうですね、基本的に、当然、認定申請のときに申請していただいたその量を前提にやってい

ただきますけれども、上下動があると思いますので、その上下動についてはちゃんと正確に価格

が違うものなので把握をしながら交付金を交付するという運用を行ってございます。 

○山内委員長代理 
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それでは、事業者協会から順番にお答えをお願いいたします。 

○バイオマス発電事業者協会 

ありがとうございます。特にバイオマス発電事業の意義についてご理解いただいて、大変あり

がとうございます。 

まず、ＦＩＴ認定と２割ということですけれども、計画している事業者によって差はあると思

います。私は丸紅で電力事業を見ておりますけれども、丸紅の場合ですと、燃料調達のめどをつ

けて、資金計画、あと設備メーカーの設計も押さえた上で事業計画を進めていくんですけれども、

そうでなくて、今回特にＦＩＴ切り下げで、駆け込みで慌てて土地だけ押さえて出されたような

事業者さんもたくさんいるかと思います。特にちょっとイメージを持っていただくために、例え

ばＦＩＴの2030年、エネルギーミックスの 400万kWを達成するのに、ペレットで 3,000万トン

燃料が必要だということです。例えばことし輸入されているペレットって、まだ数十万トンなん

ですね。それが100倍規模で、２桁規模でふえるということですから、2030年の目標に向けては、

国産材、あとアジアの輸入材等で達成可能とは思いますが、今認定を受けていらっしゃる方も大

半は燃料のめどが立っていない、認定量が1,100万kW超えているということですから、この3,000

万トンの３倍の燃料をちゃんとめどが立っているかというと、全く立ってない方が大半だろうと

いうところでございます。どのぐらいの期間で運転開始、発電開始までできるかということです

が、それぞれ案件によって事情はあろうかと思いますが、例えば私どもが推進しているもので一

般的なものですと、建設に入るまでの準備期間、いろいろ燃料調達、資金計画等々で約２年間。

実際、建設に入ってから、大型のもの、２万kW以上、５万 kW等の発電設備ですと、建設期間が

約３年間というのが一般的でございます。ですから、計画を始めてから運転開始するまで５年程

度かかるというのが、大型のものに関しては一般的でございます。 

○バイオマス発電協会 

バイオマス発電協会の池田でございます。先ほどお問い合わせいただきましたコストメリット

の点についてなんですけれども、実際コストメリットのほうは、先ほどの表の中でごらんいただ

きますと、あるように非常に感じられると思うんですけれども、当方のほうで事業シミュレーシ

ョン等をいたしますと、費用の大半が燃料費でございまして、８割ぐらいになってまいります。

回収年数でいきましても、大体 10年ぐらいはかかってしまうといった事業でございまして、なぜ

この難しい事業に皆さん関心を持たれたのかというところだったんですけれども、実際には燃料

価格に対して、仕入れをするときにもう少し楽観的な見方をしていたなというようなところがご

ざいます。実際にその楽観的な見方の中で、先ほども発電事業者協会さんもおっしゃられたよう

に、土地の確保ですとか、そういったものが進められてまいりました。それで、非常に小規模な
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ものでもできるのではないかとか、それからエンジンメーカーに対して、そういった既に経験の

あるようなエンジンメーカーさんでないところが、ちょっとチャレンジという意味合いも含めて

やってみようかというようなところもございまして、実際に既に実績のあるような、我々おつき

合いいただいているようなエンジンメーカーさんでございますと、燃料を確保するということに

なるとかなりシビアな状況ということでございます。ですので、実際に、今、国内でパームオイ

ルで発電事業をやっていらっしゃるところというのは、まだ一、二カ所でございまして、非常に

少ない中で、楽観的な観測が広がった中での申し込みになってしまったということでございまし

て、実際に我々がシミュレーション等々をやっていきますと、かなり採算性としては厳しい状況

でございます。そんな中で、10年ぐらいで回収しようというところで、燃料の調達も我々のほう

もやはり５年、10年確保できなくてはいけないというところもございまして、それなりのしっか

りした企業さんとでないと、口約束で終わってしまうので、しっかりとした契約を結ぶというこ

とで、非常にハードルが実際には高いところでございます。ですので、我々のほうもシミュレー

ションしてみた中でも、価格の維持ということに関しては、実際のハードルの高さということを

配慮いただいてご検討いただければというふうに考えております。 

以上でございます。 

○日本木質バイオマスエネルギー協会 

それでは国産材の関係で、長期的にどうだという話と、それから合法性の問題、当然一番の環

境に配慮した森林の取り扱いをしているのかどうか。これについては、先ほども書きましたけれ

ども、未利用材のほうについては、今、ガイドラインになっていますし、それから一般材も含め

て国内生産につきましては、合法の木材のガイドラインというのがありまして、それに基づいて

やっておりますし、今回、クリーンウッド法が成立しまして、その中で木質バイオマス発電所の

ほうについてもそこに納入する木材については合法なものにしなさいということで、地方の制度

的なものができ上がっておりますので、先ほど言ったＦＳＣ等々の一定の認証を踏まえたものが

流れていく。だから、日本の国内森林全般で、3,500 万の国土のうちの二千数百万ヘクタール森

林全てから伐採するわけじゃないので、そういったものについては、林業経営の対象として森林

経営計画を立てながら、その中できちんとした対応をしていく。保続もきちんと植えて、次の成

長量を期待しながら、森林の蓄積を確保していくというこの取り扱いの中で、合法という考え方

については担保されているというふうなことでございます。 

○山内委員長代理 

辰巳委員、よろしいですか。 

じゃ、髙村委員どうぞ。 
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○髙村委員 

ありがとうございます。大変貴重な情報を出していただいていると思っておりますが、後半の

ヒアリングとも多分かかわるところがあると思いまして、場合によっては事務局を通じて追加で

質問を出させていただくというのをお許しいただければという前提でご質問したいと思っており

ます。 

まず資料の２、バイオマス発電事業者協会さんへのご質問でございますけれども、ちょっと細

かなところの確認も含めてご質問させていただこうと思うんですが、１つはスライドの３のとこ

ろの新規認定、導入可能性の数字でございますけれども、こちらは、パームオイル発電は入って

いるかどうかというのが１つご質問でございます。 

それから２つ目の、同じくスライドの２、既に実は山地委員、辰巳委員がおっしゃった点であ

りますが、実際の導入は２割程度ではないかということで、具体的ないくつかの根拠というのを

出してくださっていると思います。今ご説明いただいておおよそ理解いたしましたけれども、逆

にこの事態というのは、認定をされているけれども、稼働しないものが認定されているという状

態だと理解をするわけですが、認定と稼働が乖離しているということは、恐らくきちんと事業を

しようとしている事業者さんにとっても決して望ましい状態ではないと思っております。そうい

う意味で、この認定と稼働の乖離を解消するには、どういう制度にしなきゃいけないと思ってい

らっしゃるか。特に、多分認定の段階で、何かやはり必要な手立てがあるのではないかというふ

うにも思ったりするわけですけれども、ご意見をいただければと思います。 

それから同じくスライドの３についてもう一つですが、これは実はこの後、パームオイルにつ

いて、次ご質問するバイオマス発電協会さんにも共通した質問にもなるんですけれども、系統接

続が、今でも事業化する上での大きな課題だということは了解しているんですが、他方で、先ほ

ど冒頭に紹介された４月以降の認定状況を見ると、当然これは新法の 16年改正法のもとですから、

系統接続契約がとれたものの数字が上がってきていて、それで130万超という数字が出ていると

すると、系統接続というのは、実際上、バイオマス発電を事業化する上で、問題になっている程

度はそんなに大きくないのか。本当は２割しか稼働しないという見込みについて、系統接続がそ

の障壁にどの程度なっているのかという点について、お尋ねをしたいと思っております。 

それから、あと２つでございますが、スライドの５のところでございます。木質ペレットはち

ゃんと森林認証を取得するというのが前提であるということもきちんと書いてくださっているの

は大変心強いです。ご質問は、森林認証を取得した木質ペレットの現在の世界の供給量について、

もしおわかりになればお答えいただきたいということでございます。 

それから最後は、ご質問というよりもむしろ事務局へのお願いですが、先ほど最後に協会さん
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からありましたように、出力抑制におけるバイオマス発電の扱いで、場合によってはここでの情

報共有と慎重な議論をお願いしたいと思っています。というのは、導入の促進を進めて自立した

電源になってもらうというのは、バイオマス発電にとっても基本的な課題だと思うんですが、逆

に投資リスクを拡大するとコストを上げますので、前回たしか山地先生もおっしゃったと思いま

すが、調整力としての価値をちゃんと評価ができる方法も含めて、この出力抑制におけるバイオ

マス発電の扱いについては、これは協会さんだけではなく全体にかかわる論点ですが、支援をし

つつブレーキをかけるということがないように、統合的なといいましょうか、調和したルールに

していく必要があるという問題意識から発言をしておきたいと思います。 

次にバイオマス発電協会さんに対して、おおよそ３点、質問がございます。１つは、スライド

の２でございますけれども、大変貴重な情報を出していただいていると思います。パームオイル

の発電については、前回の委員会でも議論がありましたようにまだ件数が少ない中で、コストデ

ータというのはなかなかないということでしたので、大変ありがたいと思っております。まずそ

の点についてお礼申し上げたいと思います。その上で、こちら拝見すると、建設費用が一般木質

の約半分であるということ、それから、所内電力利用率を見ても、一般木質、いわゆるペレット

を燃やす形の木質バイオマスの発電とかなり差があるように思っていまして、辰巳委員もおっし

ゃったように、コスト構造がかなり違うんじゃないかという印象を持ちました。ご質問は、比較

的コンパクトな土地で発電ができますということですけれども、土地代というのは、ここで言う

建設費用に入っているのかどうかという点です。それからもう一つは、メンテナンス費用につい

て、具体的なコストデータがおありでしたら出していただけないかという点であります。 

それからスライドの８でございますけれども、先ほどのバイオマス発電事業者協会さんと同じ

ご質問ですが、認定をされているうち稼働するのは２割、３割じゃないかということでしたけれ

ども、特に大きな理由として、燃料の入手の困難さ、それからもう一つは系統接続という指摘が

ありました。系統接続については、全く同じご質問になりますけれども、パームオイル発電につ

いては４月以降認定の割合、件数が若干少なくなっているとは思いますが、それでも系統接続契

約が認定の条件となった 4月以降も一定量の認定がなされているということを見ますと、系統接

続の問題がどれぐらい稼働の見通しに効いてくるのかという点が１つであります。それともう一

つ同じ質問ですが、認定と稼働が乖離をしている、稼働しないものが認定されているという状態

だとすれば、それは本当に優良な事業者さんにとっては望ましい状態ではないと思いますので、

こうした認定と稼働の乖離を解消するために、どういう制度が、あるいはどういう追加的な措置

が必要と思われているかという点についてご質問をしたいと思います。 

最後ですが、パームオイルの発電については、特に３月末までの認定量の中の４割近く占めて
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いたということで、言うまでもありませんけれども、前回の委員会でも議論がありましたように、

特に海外から調達をしますので、パームオイルについては現地の環境、社会影響について長年懸

念がある事案だと思っております。その上で、何らかのやはり環境、社会影響のチェックができ

る仕組みというのが、パームオイル発電を認めていく上で私は必要だと思っております。ここで

お尋ねしたいのは、この後も議論になるかもしれませんが、一定の認証を受けた、例えばヨーロ

ッパで用いられている認証を受けたパームオイルの供給量がどれぐらいかという点についてであ

ります。つまり、認証パームオイルがどれだけ入手が可能な状況に現状あるのかという点につい

てお尋ねいたします。 

それから最後に、資料の４、日本木質バイオマスエネルギー協会さんに１点だけ。これは質問

というよりも、どちらかというと要望かもしれませんが、スライドの 12のところで、大変プロミ

シングと言いましょうか、ありがたいと思いましたのは、長期的にはコストを低減し、あるいは

長期的な自立した電源となっていく必要性ということを示唆していただいていると思っておりま

す。質問というよりは、業界あるいは事務局、これは経産省さんだけではなくて、林野庁さんな

り環境省さんへの要望でもありますけれども、コストの低減可能性を考えていただくと同時に、

ここに挙がっている、例えばＣＯ２の削減もそうですし、地域振興もそうですけど、プラスの効

果というのをきちんと定量化するということが、この国産木質の評価には非常に重要ではないか

と思っております。これは先ほども言いましたように要望でございます。 

以上です。 

○山内委員長代理 

ありがとうございます。 

さっきの事務局に対する要望というか、出力抑制の話、その辺からちょっと。 

○山崎新エネルギー課長 

出力抑制のことは、先ほど協会さんからもありましたけれども、若干ちょっと誤解されている

部分もある可能性もあるなというふうに思いまして、電源Ⅲについての取り扱いについてどのよ

うにするか、いわゆる出力抑制、制御しなきゃいけない場合において、電源Ⅲの取り扱いについ

てどうするかという論点が、系統ワーキング、別の場で議論をされてございまして、何かバイオ

マスについて、先にゼロにするとか、バイオマスはカウントしないとか、そういう議論ではなく、

公平な出力制御を行うためにはどういうことをやればいいのか。さらには、そういった電源Ⅲに

指定されている中で、十分な出力抑制ができないというような方を、他の事業者との関係でどの

ように取り扱えばいいのかという議論がなされているということでございまして、また別途ご懸

念もございますので、この場なのか、別のプロセスなのかは別にしまして、しっかりとご報告を
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させていただきたいというふうに思います。 

○山内委員長代理 

よろしいですか。 

それでは、発電事業者協会から順番にお願いいたします。 

○バイオマス発電事業者協会 

ありがとうございます。まず、この３ページ目の２割程度、1.8GW にパームオイルのものが入

っているか入っていないかということですが、この数字には入っておりません。新規認定のこの

右の表の1,100万kWのうち、固形木質、いわゆるペレット、チップ、ＰＫＳ等の 700万kWに、

２割掛けて1.8だということを申し上げております。ただ、パームオイル、液体の場合は、それ

についてはご発表ありましたように、通常のチップ、ペレットの調達よりも、さらに難易度が高

いであろうと私ども業界でも見ております。 

あと、認定と稼働のところですが、ことし３月までの認定が非常に多くて、４月以降ちょっと

認定の制度を事業計画も見るというようなことに変えて、順次改善していっていただいていると

ころかというふうに思います。特に３月までの駆け込み認定は、資源エネルギー庁様のご担当者

様も限られた人数の中で、物すごく大量の認定の審査をさばかれたと思います。というところで、

実際に既に認定に入っているものに関しましては、遅くても 12月末までに接続契約をして、一定

の負担金を送配電事業者に払わない者は認定が取り消されますし、実際、着工に入っている者が

幾らかというのも、ある程度はモニタリングできるかと思いますので、そこで具体的な実際の導

入されているのがどれぐらいかというのを都度慎重にモニターしていただきたいというふうに考

えております。 

○バイオマス発電協会 

バイオマス発電協会、池田でございます。ご質問いただきましたバイオマス発電、パームのメ

リットについてということで、土地代についてお問い合わせいただきましたけれども、シミュレ

ーションの中には、基本的には土地代は現在含んでいないような状況で計算してはいるんですけ

れども、その面積が非常に広いということがあります。例えば木質の場合ですと、ストックヤー

ドですとか、そういったものが必要になってくると。そうすると、コストの面ということもある

んですけれども、それだけ一定のまとまった土地の確保といったことが必要になってくるよとい

うことでございます。それで、パームオイルの発電の中では、一時期、今でもあるんですけれど

も、非常に小規模な分散型のものを考えているケースもございまして、そういった場合ですと本

当400坪ぐらいからスタートできるよというようなことがあったものですから、これはストック

ヤードの面ですとか、それから小規模化というのは比較的しやすいなということがございまして、
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メリットとして挙げているところでございます。それとメンテナンスについてなんですけれども、

こちらのほうも10％以上やはりかかってまいりまして、エンジン自体のメジャーのメンテナンス

もそうなんですけれども、オイル交換ですとか、そういったことも含めまして、かなりの手間は

かかってまいります。そういった面で、どれだけ収益がという話になると、先ほどの回収年数の

ほうでちょっとご判断いただけたらと思うんですけれども、大体10年というのが一つのめどにな

っております。そういった事業構造でございます。 

それと、接続、系統連系に関して、これがどういうふうな問題になってくるのかと、今、課題

に挙げているけれどもということだったんですけれども、系統連系については、発電、できれば

湾岸がいいなということでございますが、現在の制度になって、燃料のほうの確保というのが前

提条件になってきております、事業認定の関係もありまして。そういったところでとられている

方たちは、比較的とりやすいのかなと思うんですけれども、後ほどの制度にかかわるところでも

あるんですけれども、契約している内容の制度の確認というんでしょうか。原産国とどういうふ

うな確認が、契約状態になっているかとか、そういうところ、中間業者さんがある程度発表され

るものと、原産国との契約がどうなっているのかとか、そういったところを突き詰めていくと、

またこの中でも少し変わってくるのかなと。というのは、先ほどごらんいただいたように、あく

までも生産量というのはある程度一定量ございますので、そこから考えるのが妥当ではないかな

というふうには考えております。 

それと、先ほどのコスト構造の中であともう一つお伝えしたいのは、これは内陸部に運んでい

きますと、かなりの量、燃料を運んでこなきゃいけないものですから、その辺でもコストの負担

にはなってきますということを、ちょっとつけ加えさせていただきまして。 

最後に、環境への配慮ということになってくるんですけれども、我々もいろいろとオイルの業

者さんとお話をしてまいりました。いろいろなところからいろいろなお話もいただくんですけれ

ども、やはり10年間とか、長期固定して価格をご提示いただけるような会社さんというところに

なりますと、やはりもう既にＲＳＰＯの認証に加入しているですとか、それからあとは、そうい

ったことを前提として、開発について、例えば既に乱開発されてしまったところに対して植林を

していくとか、それからＲＳＰＯの精神でもありますけれども、人権問題ですとか、そういった

ところにも配慮できるようにきちんと、それもやはり地元の生産者が潤うような形で雇用をつく

っていける、そういうトータル的な計画をやっていらっしゃるようなところでないと、逆に 10

年、20年、長期供給というのができない契約になってきてしまうと思います。やはり東南アジア

ということもございまして、なかなか商習慣も違いますので、契約が全て履行されるわけではな

いというようなところとおつき合いするというのは非常にリスクがあるものですから、そういっ
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たしっかり企業とおつき合いされているところに、認定とかそういった部分については判断の材

料にしていただけたらというふうに考えております。 

以上でございます。 

○日本木質バイオマスエネルギー協会 

それでは私のほうから、この点からプラスの効果の部分をＰＲすべきということなので、私ど

もも当然そこは十分承知した上で、イギリスなんかでは環境基準といいますか、持続性なものに

ついていろいろな先行事例もございますので、そういったものを我々も今、勉強材料になってお

りまして、それらがうまく表に出せればいいなというふうに考えながら、今検討しているところ

でございます。 

それから先ほど合法の関係で、辰巳委員にも説明しましたけれども、当然ＦＩＴ法に基づく規

則の部分で定めることになっているガイドラインありますね。それで証明するということも当然、

エネ庁さんとしてやってらっしゃる部分がありますので、そういったものは、証明の内容につい

ては、明確になっているのかなというふうに思っています。後で林野庁のほうからも説明がある

かもしれませんけれども、そういうことでご理解いただきたいというふうに思います。 

○山内委員長代理 

追加的に、どうぞ。 

○髙村委員 

ご質問にそれぞれお答えいただいていないのが１個あると思います。１つは、バイオマス発電

事業者協会さんへ、いわゆるＦＳＣの森林認証を取得したところからの木質ペレットの供給量の

現状を教えていただきたい。量的なものです。もし今おわかりにならなければ、また後日でも結

構なんですが。それが１つでございます。 

それからもう一つは、バイオマス発電協会さんにです。現地の環境、社会影響を配慮しなけれ

ば事業できない、ＲＳＰＯ認証をとらないとできないだろうというのは大変心強いんですが、現

在、ＲＳＰＯ認証を得たパームオイルが世界的にどれぐらい供給量があるのかということについ

て、おわかりになれば教えていただければと思います。 

○バイオマス発電事業者協会 

すみません、ご質問なんですが、森林認証を得たところの燃料が合計どれだけあるかというご

質問ですか。ちょっと数字を持ち合わせておりません。 

○バイオマス発電協会 

バイオマス発電協会でございます。私どものほうでも、今、ＲＳＰＯの認証を受けた量が具体

的にどうだということについては、私ども数字持ち合わせてございません。申しわけございませ
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ん。 

○山内委員長代理 

よろしいですか、髙村委員。また何か追加的にデータがあれば出していただくということでよ

ろしいですか。ありがとうございます。 

ほかに追加的なご質問、あるいはご意見ございますか。 

それでは、ありがとうございました。大体予定の時間も参っておりますので、議事を進めさせ

ていただこうと思います。 

後半のヒアリングですけれども、これは燃料調達事業者様、有識者及び関係省庁へのヒアリン

グということでございます。 

まずは、住友商事株式会社生活資材事業推進部バイオクリエーターチームリーダーでいらっし

ゃいます岡本恭長様にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○住友商事株式会社 

住友商事でございます。弊社は、2008年より国内供給を補完することを目的に、輸入バイオマ

スチップ、ペレットを取り扱っており、2013年度におきましては、バイオマスチップ、バイオマ

スペレットともに、本邦輸入のうち約 60％を取り扱わせていただく見込みとなっております。 

本日は、実際に国内バイオマス燃料需要家の皆様に、バイオマス燃料を供給させていただいて

いる立場からご説明させていただきたいというふうに思っております。 

１枚めくっていただきたいと思います。弊社にてバイオマス燃料を取り扱っている部署は、

1970年代から製紙原料用のチップを取り扱っている部署をオリジンとしておりまして、バイオマ

ス燃料の取り扱いにつきましても、原材料の合法性とトレーサビリティーを求め、原材料が長期

間にわたり安定的に確保できることを大前提として、木質バイオマスを供給できるソースを厳選

して、需要家への長期的な、安定的な供給に努めることを基本方針としてこれまで取り組んでま

いりました。先ほどの髙村先生のご質問に対して、弊社が取り扱う木質ペレットは全て森林認証

つきのものでございます。弊社が取り扱うのは 60％ほどでございますので、残りの 40％について

も、私が知る限りでは全て森林認証がついているというふうに理解をしております。現在、弊社

にて取り扱うバイオマス燃料全量が、弊社の木材商売、もしくは海外植林事業で培われた知見、

経験のもとに厳選したサプライヤーからのみとなっております。 

次のページに移ります。今後、石炭とのバイオマス燃料混焼での需要を踏まえ、発電用木質ペ

レットの需要、需給について若干ご説明させていただきます。現在、発電用木質ペレットの需要

の多くが欧州域内にあり、その需要は約1,100万トンです。うち約半分の 600万トンが欧州域外

から輸入されており、約 520万トンが米国、カナダからの輸入となっております。 
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続きまして、次のページです。こちらは地域別の木質ペレットの生産量です。左上の円グラフ

のとおり、欧州域外の国では米国が最も多く生産していますが、それらの約 80％は、現状、英国

向けとなっており、日韓向けはわずかな数量にとどまっております。 

続きまして、次のページ、欧州における木質ペレットの需要でございますけれども、皆様ご承

知のとおり、欧州連合は 2030年までに、欧州連合全体のエネルギー供給に占める再生可能エネル

ギー比率を 27％まで引き上げることを決定しております。地域別用途別木質ペレットの需要実

績・予測の表を当社推測で掲載させていただきました。14年までは実績、14年以降は当社見込み

値としたものです。現時点、2017年時点での需要は、欧州で見込まれていた案件の一部がおくれ

ていたこともあり、同表では 2016年見込みに近い数字になっているというふうに推測されます。 

続きまして、１ページ抜かしていただいて、６番目の日本における木質系バイオマスの需要と

いうところに移っていただければなというふうに思っております。日本ではＦＩＴなどの政策も

ありまして、弊社といたしまして、先ほど来から議論されております、実際に案件が動き出すだ

ろうといった具体的な需要として、2020年にはバイオマスチップで約 200万 BDT、BDTというの

はチップの取引単位でございまして、bone dry tonの略でございますけれども、バイオマスペレ

ットで約240万トンの需要が見込まれていると考えております。2020年以降も、輸入バイオマス

燃料を主燃料としたバイオマス専焼・混焼発電件数が飛躍的に伸びることについては、幾つかの

ことについて十分に留意をしなくてはいけないというふうに考えております。まず、ＦＩＴは 20

年でございますので、長期安定供給の確保です。合法性、トレーサビリティーがしっかりと確認

され、かつ供給者として長期安定供給に耐え得る信用力を持った会社というのはそう多くありま

せん。次に、国内の港湾設備です。輸入品ですと、やはり大型船で一度にたくさんの量を輸送す

ることが効率的かつ採算的ではありますけれども、大型船入港可能な港に隣接、もしくは周辺で

案件系統されているということも案件成就の一つのポイントになると考えております。また、バ

イオマス発電設備への需要増、また東京オリンピックによる労働費の増により、設備建設費用が

上昇基調であり、案件実施是非の材料ともなっています。最後に為替です。ＦＩＴが円貨で確定

されていることで、燃料調達費用を円貨で固定、つまり契約期間中の取引金額について、為替予

約を実施することが大きなポイントとなっています。ＦＩＴ期間中もしくは取引期間中の取引金

額の為替予約することは簡単ではございません。 

１つ前に戻っていただきまして、幾つか留意点を申し上げましたが、その大前提になることが

合法性、トレーサビリティー、長期・安定的なサプライのもとを厳選することです。合法性、ト

レーサビリティーについては、森林認証は一つの照査となりますが、世界２大森林認証機関、い

ずれにせよカナダが認証面積としてはトップになっております。また、多くの木質ペレットは、
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かんなくずや、おが粉といった製材廃材を主原料としていますが、長期安定的な原料確保には主

製品である製材生産量がポイントとなります。環太平洋においては、米国、カナダＢＣ州が世界

比率で相当比率となっており、豪州、ニュージーランドも一定の比率を有しています。それらの

国々からの供給を軸に、東南アジアでも厳選したサプライヤーからの供給に努めていきたいとい

うふうに思っています。 

続きまして、８ページ目のＰＫＳというところなんですけれども、こちらについては、簡単に

パーム油生産工程の副産物であり、22トンパーム油に対して、約５から７トンがＰＫＳになると

いうことを図であらわしております。 

続きまして９ページ目では、ＰＫＳの発生量と需要量について簡単に述べておりますので、ご

らんをいただければというふうに思います。 

弊社は、本年７月にカナダ第２の生産能力を持つ木質ペレット製造会社に出資をいたしました

が、引き続きカナダの西部での木質ペレットの生産量増の可能性は大いにあると感じております

し、また先ほども申し上げたとおり、ほかの太平洋域内においても合法性、トレーサビリティー、

長期・安定的なことを第一義に、厳選した供給検討を行っていく所存です。 

以上でございます。ありがとうございました。 

○山内委員長代理 

どうもありがとうございました。 

それでは引き続きまして、自然エネルギー財団上級研究員でいらっしゃいます相川高信様にお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○自然エネルギー財団相川上級研究員 

自然エネルギー財団相川と申します。バイオマス燃料の持続可能性の国際的な状況についてご

報告させていただきます。と言いますのも、世界的に自然エネルギー、特にバイオマスの利用が

盛んになる中で、いろんな地域において、やはりこのバイオマスの持続性をどう担保するのかと

いうことが大きな課題になっておりまして、そういう意味で、欧米で先行的な経験がございます

ので、日本でも参考になる部分があると思います。 

１枚めくっていただいて２枚目、というか１枚目です。持続可能性基準というのは何かという

ことですが、左の表に、日本で今想定されている木質から、ＰＫＳ、パーム油といったいろんな

バイオマスの燃料が今想定されています。いろんな議論がされていますが、一々個別にこれはい

い悪いということではなくて、右のほうに書いてありますが、主にはＧＨＧ削減、これはグリー

ンハウスガス、温室効果ガスということですけれども、しっかりそういったものの削減になって

いるか、それから土地の持続性というものが担保されているのか、そしてトレーサビリティーが
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しっかり担保されているのかということをしっかりチェックできる仕組みをつくっていこうとい

うのが趣旨になります。 

まためくっていただきまして、細かくこれからなっていきますので、飛ばしながら、後でご質

問いただければというふうに思っております。まず、欧米における整備状況というものを掲載し

ております。表をごらんになっていただければと思うんですが、ＥＵ、アメリカ、日本において

も、後ほどご説明しますが、まず液体のバイオ燃料について、運輸・交通部門で使うという政策

が2000年台の後半でありましたので、それで先行してこの部分での基準というものがつくられて

おります。ＥＵにおきましては、その後、今まさに我々が議論しているような主に固体、それか

ら液体の発電利用といったようなところも含めてカバレッジが今広がろうとしているところでし

て、将来的には、固体、液体、気体の全てを含む包括的なものが今議論されているということに

なります。 

次、ごらんください。次が、液体バイオ燃料に関する持続可能性基準の現状です。これにつき

ましては、当然ＧＨＧ、それから土地の持続性というものが評価されておりますが、今我々のそ

の論点になっているパーム油の取り扱いにつきましては、アメリカでは今のところ、ＧＨＧの削

減基準を満たさないということで認可されておりません。それからＥＵでは、原則除外というわ

けではないのですが、当然いろんなチェックが求められております。それから、細かくなります

が、注１のところに記述しておりますように、ＲＳＰＯという土地の利用の持続性に加えて、さ

らにこのＲＳＰＯ－ＲＥＤと呼ばれていますが、さらにＧＨＧの規制対応というものも求められ

ているということになるということと、下の囲みのところで、今後の動きということで、やはり

パーム油の社会環境影響に配慮して、いろいろな今政治的な動きというものもございますので、

こういった動きというのも注視していく必要があるのではないかというふうに考えております。 

めくっていただきまして、今度は固体バイオマス、こういう表現を使いますが、固体バイオマ

スのほうのご説明になります。固体バイオマスについては、今のところＥＵレベルで統一的な枠

組みというものはなくて、右上の表に書いてあるように、５つの国で国別のものがつくられてい

るということで、きょうこの後、包括的につくられているイギリスとオランダのことについてご

説明をします。それに入る前に、今回、主に輸入のものが一つ焦点になっておりますが、当然の

ことながら国産も含めた基準であるということを一つ補足しておきます。 

めくっていただきまして５枚目、制度の運用についてということですが、今、基準、基準とい

う話を申しておりますが、少しご理解いただけるとありがたいかなと思うのは、基本は第三者認

証というふうに書きました。要するに、我々がどういう燃料であるかということを事業者の側に

求めていくということでして、説明責任というのは事業者側にある。つまり政府のほうでどうい
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うような原則、それから標準、基準といったものを使って、それを第三者を使って事業者が説明

をするというのが基本的なスタンスになっているということです。それから右の下のほうの表で

すけれども、当然ＦＳＣだとか、森林認証の話なんかも出てまいりましたが、国が要求する基準

に、丸がついているところですが、全てを満たすものというのは今のところないということもあ

りまして、事業者がいろんなスキームを組み合わせながら説明をしているということになってお

ります。 

それからめくっていただきまして、カバー範囲というところですが、冒頭申し上げたように多

様なバイオマスの燃料の種類がございますので、それにどういうものを、どういう証明を求めて

いくのかというのもかなりきめ細かく設定されておりまして、ちょっと細かいので説明は省かせ

ていただきますが、一般的には廃棄物であるとか、残材といったようなものについてはＧＨＧ基

準や土地利用基準の一部を免除される場合が多いということで、これは国によって想定される燃

料の実態に合わせてきめ細かく分類をされております。 

ちょっと時間がありませんので、次に行きます。７ページ目、基準の内容に関しまして、１つ

目はですから土地の持続性ということで、これについては下に例示しておりますような、いわゆ

る森林認証といったようなものを使って証明をしていくということが一般的になっております。 

それからめくっていただきまして、今度、ＧＨＧの削減のほうですが、こちらについては方法

論というものをきっちり定める必要があります。なので、今のところイギリス、オランダなんか

ですと、国がいろんな計算ツールというものを用意する場合、それからデフォルト値という規定

の値を示す場合と２つございますが、いずれにしろ下の表に示しますように、括弧の中に60％と

か70％と書いてありますが、化石燃料を使った場合の発電に比べて、ＧＨＧがこのぐらい減らな

ければいけない、そうしないと自然エネルギーじゃないというような扱いになっているというこ

とを申し上げたいというふうに思います。 

それから９ページ目がトレーサビリティーの確保ということでして、これは下に図をつけてい

るのがわかりやすいかと思いますが、いずれにしろ合法性の証明、ＧＨＧの証明にしても、いろ

んなペレットなり、いろんな燃料を扱うとなると、途中で混ざって、港を出たとき 100トンだっ

たのが、日本に来たとき 150トンになっていては困るので、いろんな連鎖が、供給の連鎖がたど

れるような仕組みというものが当然のことながら必要になってくるということで、イメージ図を

おつけしております。 

それから最後にめくっていただきまして、報告・公表というのも当然必要になってきます。基

本は年次の監査報告ということなんですが、イギリスの例がおもしろかったんですけれども、月

次でこういうエクセルデータで、どういう燃料をどれだけ燃やしたのか。右のほうにＧＨＧの排
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出量というものも全て燃料ごとに計算されていて、トータルで年間どのくらいのＧＨＧの削減に

寄与したのかということを報告するというような仕組みになっていますので、日本においてもこ

ういった報告の仕組みまで含めて考えることが必要ではないかと思います。 

以上になります。ありがとうございます。 

○山内委員長代理 

どうもありがとうございました。 

それでは最後になりますけど、農林水産省林野庁林政部木材利用課木材貿易対策室長でいらっ

しゃいます畑茂樹様にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○林野庁 

林野庁木材利用課木材貿易対策室長の畑でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。前回の委員会でご指摘をいただきました認定の際の木質バイオマス燃料の調達の確認ですと

か、本年５月に施行されましたグリーンウッド法の内容等についてご説明申し上げます。 

まず資料１ページ目ですが、１点目の木質バイオマス発電の認定審査、そして稼働後の燃料の

証明方法についてでございます。 

２ページ目をごらんください。木質バイオマス発電については、燃料のバイオマスが安定的に

調達できることが重要であります。このため認定に当たっては、あらかじめ経済産業大臣から農

林水産大臣に協議をすることとされており、具体的には、同じ燃料を用いるほかの産業に著しい

影響を与えないこと、安定的な燃料調達が可能であると見込まれることといった基準について、

林野庁で確認をすることとしております。 

次、３ページ目でございます。申請に当たっては、バイオマス燃料の調達及び使用計画書とい

うものを提出していただきます。バイオマス燃料の種類ですとか、その入手ルートといった概況

に加え、先ほどの基準を確認するために、既存事業者の調達に著しい影響を与えない旨の誓約書、

燃料供給事業者との間で結んだ燃料の安定供給協定書を添付していただいております。これに加

え、国産材については、国内の森林資源や既存事業者への影響を慎重に確認する必要があること

から、伐採や製材を行う事業者の生産能力が十分にあるかといった点も計画書に記載いただいて

おります。 

次、４ページ目は確認の手続です。国産材の場合は、左の図になります。発電事業者は、作成

した事業書を、事前に、これは地域の森林を所管する立場の都道府県にまず説明をしていただき

ます。そこでもし指導、助言があった場合は、修正等をしていただいた上で経済産業省に申請を

していただきます。その後、農林水産省に協議がございますので、林野庁が計画書や添付書類の

書面審査に加えて、申請者に対してヒアリングを実施し、妥当性をチェックします。右側が輸入
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材でございますが、輸入材については、都道府県の事前説明に当たるような手続はなく、林野庁

で既存事業者への影響に対する誓約書ですとか、安定供給協定書といったものは確認をしており

ますが、申請者に対するヒアリングは原則として行っておりません。 

次、５ページ目でございます。こちらは、実際に発電設備が稼働した後の燃料材の由来の証明

についてでございます。木質バイオマスについては、どのような由来のものを使うかによって買

取価格が異なりますので、由来の証明が必要になります。また、この由来の証明の情報というの

は、燃料材が生産されたところから、加工・流通段階を経て、最終的にはバイオマス発電事業者

に正しく伝達をされる、そういった証明の連鎖というものが必要になってきます。由来の確認に

ついては、発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドラインに基づいて行われます。

具体的には、伐採をする事業者等が、間伐材等由来の木質バイオマスですとか、一般木質バイオ

マスといった木質バイオマスの区分、また伐採したものであることがわかるように、伐採場所、

伐採量等を記載した証明書を作成します。そして根拠書類として、国産材の場合には、森林法に

基づく伐採届ですとか、森林経営計画の写しといった書類、輸入材の場合は、森林認証取得の証

明書、証明等を添付していただきます。次に、証明の連鎖については、平成 18年に、木材・木材

製品の合法性、持続可能性を証明するということを目的につくられた合法ガイドラインというも

のがございます。そのガイドラインで示されている仕組みを用いることとしております。国産材

の例で申しますと、例えばチップ工場等は、購入元であります伐採事業者等から証明書を受け取

って、チップ加工をした後で証明書を発行して発電所に納めるということで、そういった形で証

明の連鎖を行っています。このような形で由来の証明というのを行っているんですけれども、そ

こに添付する伐採届ですとか、森林認証取得の証明といったものは、まさに合法性の根拠となる

書類であることから、由来の証明に合わせて、合法性についても同時に確認していることとなり

ます。 

次に、６ページ目ですけれども、クリーンウッド法についてご説明申し上げます。 

７ページ目でございます。クリーンウッド法は、議員立法によって昨年制定をされて、今年５

月20日に施行されました。木材関連事業者に対して、原材料となっている樹木が法令に適合して

伐採されたということ、そういう確認を促すことによって合法伐採木材等の流通及び利用を促進

しようとするものです。事業者がどのような手順で合法性を確認するかということを国が定め、

そのうち事業者みずからが合法性の確認の判断をします。そして、この合法性確認を適切、確実

に行う事業者を登録してふやしていく、そういったたてつけになっています。 

次、８ページでございますが、この法律の一つのポイントは、違法伐採木材の流通を取り締ま

る規制法ではなくて、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するということを目的とした促進法
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となっています。木材関連事業者は、左の２つ目の丸のところですけれども、国が定める手順に

沿った合法伐採木材等の確認、デューデリジェンスと呼んでおりますが、そういったことを行う

こととされています。 

９ページ目でございますが、木材関連事業者の範囲でございます。この太線の範囲が木材関連

事業者です。日本のマーケットで最初に木材を受け取る者、国産材では製材工場や市場、また輸

入材では輸入業者さんという方々を第一種木材関連事業者と区分し、それ以外を第二種木材関連

事業者としております。まず、第一種事業者が合法性を確認して、それを第二種事業者に伝えて

いくという考え方です。バイオマス発電事業者さんは主に第二種事業者に該当します。 

10ページ目が、第一種事業者の合法性確認の方法です。第一種事業者は、購入先から伐採国の

名前、数量といった一般的な情報に加えて、合法性証明を入手し、国がホームページ等で提供す

る生産国の法律や参考情報も勘案して、入手した木材の合法性を確認します。その情報を商品と

あわせて第二種事業者に伝達をしていきます。 

11ページ目は第二種事業者の場合ですけれども、購入先が発行する書類を確認することで合法

性を確認していきます。バイオマス発電事業者については、購入先である輸入事業者やチップ加

工業者が発行する書類により合法性を確認するということになります。 

最後ですが、クリーンウッド法では合法性確認の従前の手法、先ほど少し触れましたが、合法

性木材のガイドラインに基づく証明方法等についても引き続き活用可能としています。また、ク

リーンウッド法では、事業者の登録を担う登録実施機関というものの登録申請を９月 15日に開始

しており、今後、木質バイオマス発電事業者や木質バイオマスの納入業者も含め、木材関連事業

者の登録を促して、合法性が確認された木材の流通拡大を促進していく考えでございます。 

以上でございます。 

○山内委員長代理 

どうもありがとうございました。 

それでは、お三方のご説明を踏まえて、ご質問あるいはご意見があればご発言を願いますが、

いかがでしょう。 

山地委員、どうぞ。 

○山地委員 

全体的な議論はまた別にあるということで、今ご説明いただいたものについて、ちょっと細か

くなるんですけどコメントと質問みたいなものですけど。 

相川さんの説明のところで、大変情報量多くて参考になりました。ありがとうございました。

少し気になった、変なところ、３枚目のスライドのところで、液体バイオ燃料、運輸部門での利
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用を前提とした持続可能性基準で、日本のところで、パーム油の取り扱いが現状では認可されて

いないというのは、持続可能性基準というよりも、自動車用燃料の品確法というか、品質管理の

ところで、処理すればバイオディーゼルとして認められないわけではないと思っているので、本

当にこれ持続可能性基準ということで認められていないのかどうかということが、ちょっと気に

なったということ。 

それからもう一つは、コメントなんですけど、今回、欧米中心にご説明されているんですけど、

マレーシアはパーム産業が大きいので、パーム利用に関していろいろマレーシアなりに国内の認

証制度はたしか整備していると思っておりますので、やっぱり今回は、日本はあのあたりから調

達すると思われるので、パームの産油国、生産国ですかね、そこのところの基準もちょっと調べ

ておいていただく、これは相川さんにお願いするのがいいのか、事務局にお願いするのがいいの

かはわかりませんけど、ちょっとそれをコメントさせていただきます。 

○自然エネルギー財団相川上級研究員 

ありがとうございます。１点目の日本の状況ですけれども、すみません、そういう意味では表

現が確かに正確でなかったかもしれません。ただ、実態としては、日本で、これも正確には、エ

ネルギーの高度化法の中で認められているのはブラジル産のサトウキビ由来のものと、今たしか

アメリカのトウモロコシのバイオエタノールが議論になっているというふうに認識しております

が、その中には少なくともパーム油が入っていないということで、こういう書き方をさせていた

だきました。 

２点目の産油国の話は、まさに大変重要なご指摘だと思っておりまして、少し私のスライドは

そういう意味で、ちょっと時間もなかったということもあってやや乱暴なつくりになっているな

と思ったのは、当然、産油国で、これもなかなか言い方が難しいところがあるんですが、例えば

マレーシアとインドネシアという国を並べたときに、やはり一般的にインドネシアのほうが、い

ろんな意味で森林のガバナンスといったようなことといいますか、法律の遵守であるとか、リス

クが高いとみなされている実態がありますので、一緒くたに議論してしまうとややショートカッ

ト過ぎるというところはございますので、少しまたそこはこの委員会の中でも情報をとられて議

論されるとよろしいのではないかというふうに思います。 

どうもありがとうございました。 

○山内委員長代理 

山地委員、よろしいですか。 

○山地委員 

はい。 
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○山内委員長代理 

事務局から何かございますか。いいですか。 

それじゃ、ほかに。 

じゃ、辰巳委員どうぞ。 

○辰巳委員 

ご説明ありがとうございました。まず、住商さんに伺いたいのですが、ご説明いただいたのは、

住商さんとしてのお取り組みの話と考えてよろしいんですね。だから住商さんを通じて入ってく

る素材に関しては、全部かなり厳しくチェックされていると理解していいでしょうか。 

それで、それ以外の方たちの輸入もあるわけですよね。そのあたりの、わかるのかどうかわか

らないのですが、量的な比率ですね、木質とかチップでも何でも、それぞれに分けてもらって、

ＰＫＳもみんな含めて、どのぐらいの比率が住商さんの割合というか、住商さん以外の比率とい

うのか、そんなのがもしわかれば教えていただきたい。ここでは、優秀なお話ももちろん大事だ

けれども、優秀じゃないところもあればちゃんとチェックしなきゃいけないという気がしますも

ので、可能であれば教えていただきたいし、分からなければ、また今後で結構ですけれども教え

ていただきたいと思いました。 

それから、相川さんのお話はちょっとついていくのが大変で、ごめんなさい、後でまた考えま

すけれども、先に最後の林野庁さんのお話ですが、 

ご説明いただいた資料の中で、例えば４ページ等からは、要は、国産材はチェックをちゃんと

なさっているけれども、輸入材に関しては事業者が出してきた紙を見るだけというふうなお話に

聞こえてしまって、ヒアリングもされていないみたいだというふうなことで、このあたりのこの

差はどういう理由なのか。今後どのように、埋めていってくださるのか、どういう方向が考えら

れるのかというのをお聞きしたいと思いました。 

それから、クリーンウッド法のお話ですけれども、着手されているということで理解はします

が、例えば 10ページ、11ページ、いずれも、確認【１号】と書いてあって、その下に「確認」

と書いてあって、これ、誰が確認をされているのかというのがよくわからなくて、そのあたりを

説明していただきたいというふうに思いました。 

以上です。 

○山内委員長代理 

それじゃ、住友商事の岡本さんから順に。 

○住友商事株式会社 

まず、バイオマスチップにつきましては、現状、弊社ともう１社さんしか海外から輸入されて
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おりませんので、もう１社さんにつきましても、私どもと同じように厳しい森林認証つきのチッ

プでございます、バイオマスチップ、燃料用のバイオマスチップでございます。バイオマスペレ

ットにつきましては、通関統計見ていただければおわかりになるかと思いますけれども、今、輸

入されているペレットの約 80％はカナダ産でございます。カナダ産のペレット、大きく２社しか

サプライヤーはございませんので、その２社とも弊社が取り扱っておりますけれども、２社とも

しっかりとしたものを、逆にいうとほかの商社さんで取り扱っていらっしゃるカナダ産のものに

ついてはそういった同じ基準でやっていると。 

残りの２割につきましては、主にベトナム、もしくは中国でございますけれども、ベトナムに

つきましても弊社取り扱っておりますし、他社さんも取り扱っておりますけれども、私が知る限

りにおいては、しっかりとＦＳＣの認証があるものだというふうに我々は思っております。 

○辰巳委員 

欧米から輸入しているのと同じ基準でということでよろしいんですね。 

○住友商事株式会社 

そうですね、ベトナムだけでいえばペレット会社が100社ほどございますけれども、我々実際

現場に行きまして、我々の知見、経験も踏まえて、乱暴な言い方かもしれませんけれども、本当

に 10年、15 年、永続してこの会社がＦＳＣを取得でき続けるのかという視点で、しっかりと知

見、経験を踏まえて実踏した上での結果でございます。欧州と同じ基準ですかというふうにご質

問いただきますと、先ほどどなたかおっしゃっていましたが、国としてのカルチャーだったり、

人間性とかいろいろございますので何ともお答えしにくいんですけれども、我々、他社さんも含

めてしっかりとしたものを取り扱っているというふうに、ベトナムに関しては認識をしておりま

す。 

○山内委員長代理 

よろしいですか。 

それじゃ畑室長、お願いします。 

○林野庁 

ご質問ありがとうございました。まず１点目の国産材と輸入材でチェックしているところが違

うのはなぜかというようなお話だと思うんですけれども、具体的にどんな点をチェックするかと

いうのは、資源エネルギー庁さんの事業計画策定ガイドライン（バイオマス）というものがあっ

て、そこに基づいてチェックをしているところなんですけれども、少なくとも国産材については、

我々、林野庁としても国内の森林産業がございますので、そういったところに影響があると大変

困るということですね、大変慎重に確認をしているということでございます。なので、もし輸入
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材についてというようなことがございましたら、そこはこの場とかでご議論いただけたらいいの

かなというように感じておりますけれども。 

もう一つ、クリーンウッド法の確認のところでございますが、これは政府がどのような手順で

確認をするかというのを定めておりまして、その手順に沿ってそれぞれの事業者さんが、これは

合法である、合法でないというのを確認するというたてつけになっていまして。少し登録実施機

関というお話が出てきたと思うんですけれども、しっかりした事業者さんを登録木材関連事業者

として登録するという仕組みがあるんですけれども、そういうところに登録された場合は、登録

をした第三者機関、事業者さんを登録するのは第三者機関が登録をするんですけれども、その第

三者機関に登録事業者さんは年１回、報告をすることになっておりまして、そこで適切に行われ

ているかどうかというのがチェックをされるという仕組みでございます。 

○山内委員長代理 

いいですか、辰巳委員。 

それじゃ髙村委員、どうぞ。 

○髙村委員 

ありがとうございます。大変に勉強になりました。まだ消化できていないところが正直なとこ

ろあるんですが、大変印象的に思いましたのは、木質バイオマス、パームオイルも含めてですけ

れども、住友商事さんも自然エネルギー財団さんも、合法性、それから認証の中に入っていると

思いますけど持続可能性、トレーサビリティー、それから長期安定供給、このあたりはやはり事

業をしていく上できちんと確認しなきゃいけないというところは、共通しておっしゃっていたよ

うに思いました。 

いくつか細かなところでご質問をすることになるんですが、住友商事の岡本さんと自然エネル

ギー財団の相川さんには共通したご質問をする形になると思います。１つは前半でお尋ねしまし

たのと同じ質問をさせていただきますが、森林認証を得ているペレットの世界供給量の現状がど

のようなものなのかという点、それから認証を受けたパームオイルの世界の供給量がどれぐらい

かという点について、もしおわかりになりましたら教えていただきたいというのが１点目でござ

います。 

それから２つ目は、最初の議論でも同じ質問をしましたけれども、いくつか制度的に改善すべ

き課題があるんじゃないかという感触を持っています。認定と稼働の乖離もそうですし、使用さ

れる燃料のチェック、先ほど指摘のありました合法性、持続可能性、トレーサビリティーのチェ

ック等々、個人的なご見解でも結構ですので、何か具体的に現状の制度の課題ないしは改善の可

能性、改善の方向性についてご意見があればいただけると大変ありがたいなと思います。 
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林野庁さんに２点ほどご質問をさせていただければと思います。スライドでまいりますと、ス

ライドの最初３枚目のところであります。これは多分時間の関係で余りおっしゃらなかったよう

に思うんですが、輸入材のところがハイフンになっているところがございますけれども、この意

味を教えてください。それから、国産材はどういう森林を切っているかまで、都道府県も含めて

チェックされていると理解をしていますけれども、実際、輸入材について、どういう土地からの

もので、持続可能に森林そのものが経営されているか、一体そもそもどういう土地で、どういう

森林が切られているのかというところまで、今の仕組みでチェックがされているのかどうかとい

う点です。 

それからもう一つは、先ほど住友商事さんと自然エネルギー財団さんからも共通して指摘があ

ったと思いますけれども、特に合法性、持続可能性といった点で見ると、調達先によってリスク

の高い低い、つまり地域によってリスクの差があるというご指摘があったように思います。そう

した、いわゆる現地の状況に応じたリスク評価がなされているのかどうかという点であります。

オランダの例について、たしか相川さんからでしょうか、報告がありましたけれども、リスクが

高いところはしっかりチェックをし、逆にリスクが小さいところには簡便なやり方でチェックし

ている、双方のケースがあると思いますけれども、その点が大きな２つ目です。 

最後に、２点と言いましたが、３点目でありますが、スライドの木質バイオマスの証明ガイド

ラインに基づく証明のところでありますが、たしか総務省さんの勧告で、このチェックが実効的

にできているかという指摘が勧告の中にあったと記憶していまして、その点についてどうごらん

になっているかということと、恐らく大半が第三者認証でない形態といいましょうか、そうした

証明であるというところが一つの弱点のようにも思っていまして、この証明の実効性、あるいは

制度できちんと監督ができているかどうかという点について、ご説明があればいただければと思

います。 

以上です。 

○山内委員長代理 

それじゃ、岡本さんからお願いします。 

○住友商事株式会社 

まず森林認証つきのペレットということですけれども、ご承知のように、今、ＦＳＣの森林認

証面積は世界に約1.8億haありまして、ＰＥＦＣについても約３億 haほどございます。先ほど

来から申し上げているように、日本に入ってくるものについては、何かしらの認証はついている、

もしくは欧州向けもそのように認識をしております。一方で、先ほどからベトナムの例を出して

おりますけれども、ベトナムは、100 万トンほどペレットの供給能力があるんですけれども、こ
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れの主な仕向先というのは韓国になっております。韓国向けと日本向け、若干価格が違っており

ます。価格の違いというのは、やはり認証つきなのか、認証つきじゃないのか、認証にかけたお

金、コストがプライスにも反映されているというところでございます。一方で、ＰＫＳにつきま

しては、若干数字は古いんですけれども、ＲＳＰＯとしまして、2013年の２月時点で、インドネ

シア、マレーシアで約 195カ所、面積でいきますと 172万haほどが認証をされております。パー

ム油としての認証比率ということは、数字を持ち合わせておりませんけれども、面積値としては

そういった形になっております。 

また、合法性、そういったところを担保する上での制度上、何か改善点ということでございま

すけれども、先ほど来から森林認証、非認証という議論をされておりますけれども、森林認証は

いろいろございまして、ＰＥＦＣ、ＦＳＣ。ＰＥＦＣについては各国の自国の制度に基づいた認

証、それぞれが本当に持続可能なのかと。ご承知のようにＰＥＦＣ、若干制度が違いますので、

そういったところもしっかりと見ていくことは、10年、20年、30年の安定的な継続的な供給に

つながっていくというふうに思っております。弊社のものは全てＦＳＣを持っているということ

でございます。 

以上でございます。 

○山内委員長代理 

ありがとうございました。 

じゃ相川さん、どうぞ。 

○自然エネルギー財団相川上級研究員 

ペレットにつきましては、今、お答えがありましたので、パーム油に関して若干補足させてい

ただきますと、今、ＥＵが輸入しているパーム油の総量というのが大体 700万トン、そのうち輸

送用に45％、発電用等に使われているのが 15％ということだそうです。少なくともこの輸送用の

ものについては、先ほどご説明したように、認証を何らか取得していると思われますので、です

から300万トン程度ぐらいはＥＵとしては使っているということだと思いますが、それが日本に

そのまま入ってくるわけではもちろんございませんので、そんな規模感だというふうに思います。

あとは、ＲＳＰＯ自体については、恐らく世界の生産量の大体１割弱ぐらいが認証油だと。これ

は食用、それから加工用等を含めた数値になっているというふうに聞いております。いずれにし

ろ限られたところが認証されているのではないかなというふうに思います。 

あと改善案につきましては、私のほうから申し上げたいのは、やはりいろいろな意味での透明

性の確保といいますか、私のほうでちょっと強調しましたように、やはり必要に応じて事業者が

説明責任を果たせる制度であるべきだというふうに思っております。もちろんきょう再三議論に
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なっているように、しっかり、ちょっと言い方はあれですけど、真面目に取り組まれているとこ

ろと、ひょっとしたらちょっと脇が甘いところが事業者さんで恐らくいるという前提であれば、

やはりちゃんとそういった優良なところが、説明責任を胸を張って果たせるような仕組みという

ものが大事ではないかなというふうに思っております。恐らくその制度運用上は、当然エネ庁さ

んにいろいろな認定審査等の負荷がかかっているという実態もあろうかと思いますが、そこの体

制を、増強ということももちろん検討の一つだとは思いますが、基本的には国のほうでしっかり

基準を定めていただいて、それに対して事業者のほうで説明をきっちり求めていくと。かつ、先

ほど林野庁さんのほうで登録機関に関する言及がございましたが、なるべく第三者、つまり利害

関係のない方々が何らかチェックをかける。髙村委員からお話がありましたように、総務省さん

が今回調べてみたときに、国内においても、制度運用上、問題があるということが指摘されてい

ましたので、やはり何らか第三者が定期的にチェックをするということは少なくとも必要ではな

いかなというふうに思っております。 

以上になります。 

○山内委員長代理 

それでじゃ畑室長、お願いいたします。 

○林野庁 

ご質問ありがとうございました。まず資料の３ページ目、国産材と輸入材で、輸入材のところ

がハイフンになっているということでございますが、こちら、先ほどご質問があったとおり、こ

の部分は確認をしていませんという意味であります。繰り返しになりますが、国内の状況につい

ては、この需要の状況で、国内産業、林業、木材産業、大きな影響を受けるので、慎重に確認を

しているというところでございます。 

あと外材について、国内産と外材と輸入材とで起源の問題ですかね、合法性を確認する、それ

ぞれの起源を確認する上で添付していただいているのが、森林認証の証明書を添付していただい

ております。なので、外材についてもその森林認証の書類で確認をしているということでござい

ます。 

あと、総務省さんから指摘があったというお話がございました。確かにそういった指摘があっ

たことを踏まえて、林野庁でも現場の実態の調査をしながら、ガイドラインを周知徹底していき

たいと思いますし、経産省さんと一緒になって実効性のある仕組みというのを考えていきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

以上でよかったでしょうか。 

○山内委員長代理 
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よろしいですか。ありがとうございます。 

ほかに何かご質問等ございますか。 

どうぞ、辰巳委員。 

○辰巳委員 

先ほど、相川さんにご質問できなくてすみませんでした。海外との比較をご説明いただいて、

かなり日本がおくれている、やばいなという気が私はしたのですけれども、私たち国民が、ＦＩ

Ｔの費用も払うわけだし、やっぱり世界に誇れるバイオのエネルギーですよといって発電事業者

も売ってほしいし、市場に出してほしいと思っています。それで、表で、日本がバツバツで、よ

そにマルがついている比較ですが、これが現状であるということはよくわかったのですが、今後

ＦＩＴを認定するに当たって、どうしていったらいいだろうかという何か具体的なご提案をもし

いただけるのであれば、事業者の方々にとっても大事なことだというふうに思いますので、お願

いできないかなとちょっと思いました。 

以上です。 

○自然エネルギー財団相川上級研究員 

ありがとうございます。まず最初にちょっと申し上げると、私の４ページ目のスライドで、イ

ギリスとオランダの表をつけておりますけれども、諸外国においても、この表で書いているのは、

イギリスですと、2002年からリニューアブルオブリゲーションという制度が始まって、持続可能

性基準ができたのは2013年ということなので、やっぱり最初にインセンティブがあって、ある程

度想定しないことが出てきて対応してきたというのは、海外もある種一緒だというふうに思いま

すので、そこの点で日本を卑下する必要はないのかなと。ですから、いかに早くこれをちゃんと

正常なというか、あるべき姿に持っていくのかというところがポイントだと思います。 

それで、どうすればというところに関して、いきなり魔法の杖というか、答えを私も持ち合わ

せていないところがあるんですが、恐らくどこの国でも、最終的にこういう制度を入れる前に、

やはりリスクの評価といいますか、リスクの分析をしています。当然、例えばいろんな基準値を

決めるにしても、どういったものが妥当なのか、どういうところにリスクがあるので、どういう

ところに対策を打たないといけないのか。もしくは、リスクがなければ、そこはメリハリのつい

た基準で、簡便な形での確認というような形でもいいかもしれませんので、あくまでも自然エネ

ルギーを進めていく、持続可能なバイオマス発電を進めていくためのものであってほしいという

ふうに願っておりますので、何も木の一本一本を全部、例えば物すごく細かくはからないといけ

ないとか、そういうようなことでもないと思いますので、まずはリスクの分析というのをきちん

とされると、その情報が出ていくだけでも、こういったものがちょっと危ないんだと、こういう
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ところにリスクがあるんだということで、事業者さんが自主的に対応する部分というのもあるか

と思いますので、作業をまずしていただけるとよろしいのではないかなというふうに思います。 

○山内委員長代理 

ありがとうございます。 

辰巳委員、よろしいですか。 

○辰巳委員 

どこでそのリスクの分析というのをするのでしょうか。認定の作業のところでということであ

れば経済産業省さん、エネ庁さんのほうになるのか、ちょっとよくわからないんですけれども、

誰がそれをやっていったらいいかというのが。 

○自然エネルギー財団相川上級研究員 

すみません、そうですね。私、そう申し上げましたが、他方、やはり非常に多量の認定がふえ

ているという状況をどうしなければいけないのかという問題もあると思いますので、これについ

ては、やはりこういった持続可能性基準といったものを、今のある種、例えばイギリス、オラン

ダなんかかなり網羅的なものを策定していますが、要点を絞ってしっかり押さえるところは押さ

えるというような形でやっていくというのは、一つ必要なことかなというふうに思います。 

あと、リスクの分析については、やはりある程度専門的な機関、ないしは有識者の方々に入っ

ていただくような、恐らくしっかりした調査というものも必要だというふうに思いますし、これ

は私案でありますが、その認定のプロセスの中にそういった第三者的な専門家が入っていくとい

うのも、一考の余地は少なくともあるのではないかなというふうに個人的には考えています。 

○山内委員長代理 

どうもありがとうございました。 

ほかに。 

 

３．討議 

 

○山内委員長代理 

もしよろしければ、ヒアリングはこの辺にしまして、３番目、討議というのがございます。全

体を通じてお感じになったこと、あるいはご意見があればご発言を願いたいと思いますが、いか

がでございましょう。 

それじゃ山地委員、どうぞ。 

○山地委員 
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順番みたいになっていますので、私から、じゃ。全体、きょうのヒアリングを通してですけど、

予想していたことではありますけど、今、認定されているのが全部導入されるとは思っていない

よというご説明があって、そうかなということは理解できますけれども、ただ一方で、冒頭に事

務局のほうから、４月以降９月末までの認定量が 130万kWを超えていまして、やっぱり量として

は非常に大きいわけですよね。やっぱり対応をとる必要があると基本的には思っています。その

対応の、私、根拠としては、やっぱり賦課金が過剰になっていく、そういうのがちょっと頭にあ

ったんですけど、きょうの、認定されたけど実際には事業化されないんじゃないかという話を聞

くと、これバイオマスにちょっと特徴的なのかと思いまして、つまりＦＩＴという制度は、固定

価格買い取りということで一定のマーケットをつくって、そこで民間事業者さんの活力を使って

進めていこうというわけですけど、ただ、事業ですから、当然事業リスクがあるわけですね。し

かもバイオマスの場合には、燃料調達リスクというのがあるんだというわけですから、そこをき

ちんとやっぱり認識してもらわないと、事業者さんにとっても、リスクがあって途中でやめると

いうのは大変なことですね。我々にとってだって、行政コストもありますけど、いろいろなコス

トがかかるので、ちょっとそこらの事業リスクをきちんとわかるように、制度のほうでも対応し

ていかなきゃいけない。これは全体的な印象なんですね。 

具体的に言うと、前回も太陽光発電のところで同じような状況が起こったので、それを参考に

と申し上げましたけど、バイオマスに対しても発電設備を認定するときの認定基準で、発電設備

が決定しているというようなことが書いてあるんだけど、決定ってどの程度かというところにま

だ幅があるわけですね。そうすると、太陽電池の場合、例えば土地取得というようなことを要因

に入れたりしたわけですけど、バイオマスの場合にもプラントの発注とか、そういうような設備

が決定しているところの基準をもう少し厳格に運用する。これが一つあるんじゃないかと思いま

すね。 

もう一つは、これはこの前も言いましたけど、だからもう簡単なことなんだけど、太陽電池の

ときもやった運転開始期限というのをやはり設けるべきだ。太陽光もそうでしたけど、結局これ

は今後という話になっちゃうので、ちょっと後づけにはなりますけど、ただ、そのときどれぐら

いの期限かというのも議論する必要があろうと。 

それからもう一つは、一番きょうわかったことは、燃料調達が、今リスクの話をしましたけど、

非常に実は難しい。個々の事業者さんはできると思ってやっているのかもしれないけど、まとめ

て見ると、とてもできそうにもないねという状況が生まれているわけですよね。だから、そこの

ところをしっかりと、燃料調達契約がきちんとできているのかどうか、そこの確認ということも、

認定作業の運用の中の厳格化というところに入れていくという、これは一般的に木質バイオマス
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も含めてですけど。 

一番しかし今回問題だと思ったのはパームですね。パームのところはちょっと想定していなか

った部分がある。パームがこの一般木材等の中に入ってくるというのは余り頭になかったという

ことは、私の場合、個人的な事実でありまして、ちょっとこれは対応を別途とる必要があるかな

と思います。 

それからさっき認証の話もありましたけど、現在は木材についてはできているんだけれども、

パームについてはきちんとしたルールがまだはっきりしていませんよね、きょう議論の頭出しみ

たいなのは出てきましたけど。だから、これは持続可能性基準を含めて、パーム油について適用

していくということが一つあるかなと思います。 

もう一つは、ディーゼル発電ですね、パーム油発電で。説明もありましたけど、小型分散型で

いけるわけですよ。そうすると、乱立というと言葉は悪いかもしれないけど、太陽電池の小さい

やつみたいに、買取価格設定条件いかんによってはかなりの数がふえていく可能性はある。その

部分を考えると、私は区分をふやすというのは好きじゃない、何度も申し上げているんだけど、

ただ、ディーゼル発電のものと、蒸気のスチームの木質を燃やして発電するものと、同じ区分で

今後運用していくのはかなり難しいなという気もする。そうするとやっぱりパーム油を使った発

電、ディーゼル発電というのは別区分にするということも少し検討には値すると思います。 

もう一つ言えば、安定的な供給のほかに、既に木質の場合、いろんな用途があるからだったん

ですけど、パーム油もいろんな利用用途があるわけですよね。でも、買取価格によっては、発電

だから、そんなに高く買わないと思うけれども、既存のパーム油の利用者に影響がないかどうか

もチェックする必要はあろうか思います。 

そのようなことで、ちょっとパームに関しては、少し別枠の取り組みが必要ではないかと思っ

ております。 

以上です。 

○山内委員長代理 

ありがとうございました。 

ほかにご意見ございますか。 

○辰巳委員 

今、区分のお話が出たので、ちょっとそれと近い話かもしれないんですけれど、認定されてい

るものは結構大きいものがありますよね。発電所というのは、大きくなればなるほど、多分効率

もよくなるだろうと思っていまして、だから２万で切って見てみるとそれ以上のものばかりみた

いな感じで、皆さん大きくつくろうとなさるから、だからこそ持続可能な調達が可能なのかとい
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うところの不安も出てくるんですが。しかし、それだけではなくて、コスト的に大きくすること

にメリットがあるから、きっと大きくつくられるんだと思うんですよね。そういった発電効率等

も考えると、大きいところはもっともっと安くしたほうがいいのかなというイメージを私はきょ

う持ったので、区分をふやすというお話があったもので、つけ加えてちょっと言ってみたという

ことです。 

それから輸入木質の場合、一応書類を事業者が出して、毎月ごとに報告されているというお話

であり、チェックを受けているというのはわかるのですが、日本の国として輸入している木質バ

イオマスの全体量というか、そういうチェックはされているのでしょうか。多分、税関か何処か

で。今月、今月と毎月のように輸入量の全体量がわかるかと思うんですが、一方で個別の発電事

業者はそれぞれ報告をする。その整合性がちゃんととれているのかどうかというのを、どこでや

るのかわからないんですけれども、知りたいなと思っただけなんです。 

以上です。 

○山内委員長代理 

じゃ髙村委員、どうぞ。 

○髙村委員 

ありがとうございます。両委員がほぼ申し上げたいことをおっしゃってくださったので、言う

までもないのですけれど。バイオマスは非常に重要な役割を果たすと思いますし、適正な事業を

きちんと支援して推進するというのはまず大原則だと思います。今日大変貴重な情報、ご意見を

いただいたと思うんですが、事業者団体も含めて、現在、認定をされているものが稼働する可能

性について、認定された案件が稼働に非常に大きな困難を抱える可能性があるというご指摘だっ

たと思います。 

そういう意味で、この認定と稼働の乖離の問題をどうするかというのは、一つ論点としてある

と思っております。これはひょっとしたらバイオマスだけではないのかもしれませんけれども、

少なくとも今起きていることを見ると、政策決定上も、それから事業者さんの見通しにとっても、

認定と稼働の実態をできるだけ近づけていくということを考える必要があるんじゃないか。 

具体的には、先ほど山地先生がいくつかおっしゃったことと重なりますけれども、既に現行の

施行規則のところでも燃料の安定的調達ということは認定条件になっているわけで、しかしなが

ら認定したもので安定的な燃料の調達ができそうにないというご指摘がありましたので、そこは

やはり現行の施行規則の認定基準の運用の問題、運用をどうするかという課題があるんだと思い

ます。 

それからもう一つは、これも山地先生がおっしゃったんですけれども、今日ヒアリング時に質
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問し損ねてしまいましたが、例えばパームオイルについて、確かに一定の割合が化粧品ですとか

食用に使用され、それ以外が燃料用に使用されるということですが、適正な買取価格と制度で運

用しないと、パームオイルを使っている他の事業者への悪影響ということも想定がされるという

ことは念頭に置く必要があると思っています。これも施行規則の中に書いてある条件だと思いま

すが、同じ種類のバイオマスを利用する他の事業者に対して著しい影響を与えないということが

きちんと確保できるような制度でないといけないと思います。 

それと、燃料の安定的調達の中に私は入っていると思いますけれども、やはり共通して今日指

摘されていたのが、合法性、トレーサビリティー、持続可能性、長期安定的供給という４つだと

思います。この持続可能性、それからトレーサビリティー、合法性がきちんと認定時に確保でき、

かつ運用されること、すなわち認定時だけでなくいわゆる燃料を使っている最中にもそのことが

確認をされる制度であるか、現行の制度でよいのか、あるいは先ほど現行の制度の実効性を検討

するというお話もありましたけれども、そこをきちんともう一度確認をする大変重要なタイミン

グではないかと思います。 

３点目、最後でございますけれども、これも両委員から同じような趣旨のご指摘があったと思

いますが、パームオイルの発電事業は、ほかの一般木質の発電のコストと比べたときにコスト構

造がかなり違うというのが、今日、お話を伺った印象でございます。そういう意味では、区分を

どうするかという点について、問題提起が先ほどありましたけれども、その可能性も含めて検討

すべきではないかという点について、私も同意いたします。 

以上です。 

○山内委員長代理 

ありがとうございます。 

ほかにご発言どうですか。 

どうもありがとうございました。大変有意義なヒアリング、それから意見交換ができたという

ふうに思っています。 

私自身は先ほども、今、委員の方、ご指摘ありましたけれども、認定と稼働分の差がここまで

大きくなるということについて、やっぱり我々もいろいろ考えなきゃいけない。ある意味では、

きついことを言うと、制度的な不備があるということになるのかもわからないですね。 

今、ご提案も幾つかありましたので、そういったご指摘を事務局のほうでちょっと取りまとめ

ていただいて、これから議論するという形にしたいと思いますが、よろしゅうございますかね。 

○バイオマス発電協会 

パームの件でいろいろご指摘いただきまして、今回いろいろと初めての情報もあったかとは思
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うんですけれども、まず１点、小型化の点で、山地先生が心配していらっしゃいました。 

小型分散化というのは、ある意味、理想的な前提条件としてございました。それに対して、燃

料の供給というものは、小型分散化した場合は他社に依存するというようなケースが出てござい

ます。実際にそういったことが、これも先ほどお伝えしたような楽観的なケースの中で広がって

いったんですけれども、結局、今現在、例えば大手商社さんのほうからご供給をいただけるとい

うような形がコスト的に合ってくるのかということがございまして、やはり事業者さんが前面に

出て確保していかなきゃいけないというふうな状況になってございます。そうすると、事業者さ

んは、供給国、企業さんと、交渉力という面では小規模になりますと非常に持ち得ないというよ

うな状況がございまして、やはりある程度規模はまとまっておかないと供給は確保できてこない

というような状況がございます。それが１点ございます。 

それともう一つは、これちょっと気になっていた部分なんですけれども、太陽光発電なんかの

ケースとちょっと比較しますと、バイオマス発電の場合は、機材の大量生産といった部分が不可

能な部分がございまして、コスト低減という面に関しては、太陽光発電とは大きく変わってくる

のではないかというようなところがございますので、その点もぜひご配慮いただければと思いま

す。 

以上でございます。すみません、ありがとうございます。 

○山内委員長代理 

どうもありがとうございました。 

それでは、先ほど申し上げたように、委員の方から出された論点を事務局のほうで再度整理し

ていただいて、次回より議論を深めていきたいというふうに思います。 

次回等について、事務局のほうから。 

○山崎新エネルギー課長 

次回につきましては別途調整をさせていただきまして、経済産業省のホームページで公表させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

４．閉会 

 

○山内委員長代理 

ありがとうございます。 

それでは、これをもちまして本日の調達価格等算定委員会を閉会とさせていただきます。 

本日はご多忙中のところ、また、ヒアリングにご参加いただいた方はご協力いただいてどうも
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ありがとうございました。 


